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第 １ 分 科 会（Ｎｏ.４） 

 

１ 日  時   令和７年９月２２日（月） 

         午前１０時００分 開会 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

午後 ２時５９分 休憩 

午後 ３時１５分 再開 

午後 ４時 ８分 閉会 

 

２ 場  所   第６委員会室 

 

３ 出席委員（１９人） 

主   査  永 井    佑   副 主 査  宇都宮   亮 

委   員  菊 地 公 平   委   員  上 野 照 弘 

委   員  吉 村 太 志   委   員  鷹 木 研一郎 

委   員  香 月 耕 治   委   員  村 上 幸 一 

委   員  廣 田 信 也   委   員  冨士川 厚 子 

委   員  渡 辺 修 一   委    員  村 上 直 樹 

委   員  三 宅 まゆみ   委   員  大久保 無 我 

委   員  大 石 正 信   委   員  伊 﨑 大 義 

委   員  井 上 しんご   委   員  小金丸かずよし 

委    員  松 尾 和 也    

（委 員 長  木 畑 広 宣   副 委 員 長  小 宮 けい子） 

 

４ 欠席委員（０人） 

 

５ 出席説明員 

会 計 室 長  中 村 彰 雄      会 計 室 次 長  檜 垣 信 浩 

政 策 局 長  小 杉 繁 樹   総 務 部 長  新 山 克 己 

総 務 課 長  下 野 一 寿   大学担当課長    渡 辺   学 

大学整備担当課長  大 畑   崇   政 策 部 長   右 田 圭 子 

政 策 課 長  高 岡 智 靖   政策調整担当課長  岩 嵜 政 紀 
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サステナビリティ戦略課長  村 上   慈   Ｚ 世 代 課 長  柏 木 佳奈子 

グローバル挑戦部長  田 代 昇 三   国際政策課長  瀧 口 達 弘 

ＷｏｍａｎＷｉｌｌ推進室長  遠 坂 佳 将      ＷｏｍａｎＷｉｌｌ推進室次長  田 端 亮 平 

ＤＸ・ＡＩ戦略室長  德 永 篤 司      ＤＸ・ＡＩ戦略室次長  樋 口   聡 

ＤＸ推進担当課長    徳  光     崇   財政・変革局長  武 田 信 一 

財 務 部 長  中原田 香 織      財 政 課 長  德 永 準 也 

財政企画担当課長  小 矢 元 晴      市政変革推進室長  星之内 正 毅 

市政変革推進室次長  安 德 一 紀      市政変革推進担当課長  秋 永 充 晴 

税 務 部 長  上 野 正 彦   税 制 課 長   喜多川 幹  生 

業務改革担当課長  広 村 直 美      課税第一課長  上 永 邦 代 

収税企画課長  川 口 美 紀             外 関係職員 

                                          

６ 事務局職員 

    委員会担当係長  伊良皆 公 一   政 策 担 当 係 長  田 中 康 雄  

 

７ 付議事件及び会議結果 

番号 付   議   事   件 会 議 結 果 

１ 
議案第86号 令和６年度北九州市一般会計決算につい

てのうち所管分 
議案の審査を行った。 

２ 
議案第94号 令和６年度北九州市公債償還特別会計決

算について 

 

８ 会議の経過 

○主査（永井佑君）開会します。 

 本日は、会計室、政策局及び財政・変革局関係議案の審査を行います。 

 議案第86号のうち所管分及び94号の以上２件を一括して議題とします。 

 審査の方法は、一括説明、一括質疑とします。当局の説明は、できるだけ要点を簡潔、明瞭

にお願いします。なお、議案説明は着席のままで受けます。 

 それでは、説明を求めます。総務部長。 

○総務部長 委員の皆様におかれましては日頃から格別の御配慮をいただきまして、厚く御礼

申し上げます。 

 それでは、議案第86号、令和６年度北九州市一般会計決算についてのうち、政策局の所管分

につきまして説明申し上げます。 
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 お手元の令和６年度歳入歳出決算事項別明細書により、主な項目について説明いたします。

金額につきましては100万円未満の数字の読み上げを省略させていただきますので、御了承いた

だきたいと思います。 

 タブレットの15ページをお開きください。事項別明細書の書面では24ページになってござい

ます。まず歳入です。歳入につきまして、節ごとに、表の項目の収入済額の欄によりまして説

明申し上げます。 

 まず、17款使用料及び手数料でございます。ページの一番上、17款１項１目総務使用料の中

の２節企画使用料７億7,000万円のうち所管分は3,900万円で、男女共同参画センター使用料な

どでございます。 

 19ページをお開きください。18款国庫支出金です。ページの上段、18款２項１目総務費国庫

補助金の中の２節企画費補助金５億4,100万円のうち所管分は１億2,400万円で、デジタル田園

都市国家構想交付金などでございます。これにつきましては、予約発券サービス整備運用事業

等の財源となったものでございます。 

 21ページをお開きください。ページの上段、18款３項１目総務費委託金の中の３節企画費委

託金1,900万円は、自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト事業費に係る委託金でござい

ます。 

 24ページをお願いします。19款県支出金でございます。ページの中段、19款３項１目総務費

委託金の中の５節統計調査費委託金1,700万円は、全国家計構造調査等に係ります委託金でござ

います。 

26ページをお願いいたします。21款寄附金でございます。ページの下段、21款１項１目総務

費寄附金の中の２節企画費寄附金8,600万円のうち所管分は6,000万円で、企業版ふるさと納税

に係る寄附金でございます。 

 27ページをお願いいたします。ページの中ほど、21款１項６目一般寄附金の中の１節一般寄

附金27億4,200万円のうち所管分は24億7,200万円で、ふるさと北九州市応援寄附金、個人版ふ

るさと納税等でございます。 

 29ページをお願いいたします。22款繰入金でございます。ページの中ほど、22款２項16目の

中の１節ＳＤＧｓ未来基金繰入金11億8,600万円のうち所管分は6,000万円で、基金からの繰入

金収入でございます。これは、ＳＤＧｓリーディング企業創出事業等の財源となったものでご

ざいます。 

 33ページをお願いいたします。24款諸収入でございます。ページの中段、24款６項４目雑入

の中の４節企画費雑入６億3,900万円のうち所管分は４億9,400万円で、電子計算事務他会計負

担金等でございます。 

 35ページをお願いいたします。25款市債です。ページの上段、25款１項１目総務債の中の２
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節企画債24億6,500万円のうち所管分は２億400万円で、男女共同参画センター施設整備事業に

係ります市債の収入でございます。 

 ページの下のほうになります。25款１項６目産業経済債の中の１節産業学術債４億5,600万円

のうち所管分は４億3,800万円で、公立大学法人北九州市立大学施設整備事業に係ります、市債

収入でございます。 

 以上で歳入の説明を終わります。続きまして、歳出の説明を申し上げます。タブレットの38

ページをお開きください。事項別明細書では70ページになります。歳出につきまして、目ごと

に、表の項目の支出済額の欄によりまして説明申し上げます。 

 まず、２款総務費でございます。ページの一番下、２款１項１目職員費の193億4,700万円の

うち所管分は12億3,500万円で、職員の給与費等でございます。 

 44ページをお願いいたします。ページの下段、２款３項１目企画振興総務費37億2,900万円の

うち所管分は15億3,200万円で、ふるさと寄附金促進事業や企業版ふるさと納税を活用した私学

支援事業等に要した経費でございます。 

 45ページをお願いいたします。ページの中ほどになります。２款３項２目事務管理費45億

7,500万円のうち所管分は45億4,100万円で、庁内イントラネット管理・運用事業やＩＣＴイン

フラ整備運用事業等に要した経費でございます。 

 ページの一番下になります。２款３項３目国際化推進費３億200万円は、アジア成長研究所補

助金や北九州国際交流協会補助金等に要した経費でございます。 

 49ページをお開きください。ページの上段、２款３項８目男女共同参画費５億9,900万円のう

ち所管分は５億6,400万円で、男女共同参画センター施設整備事業やアジア女性交流・研究フォ

ーラム事業等に要した経費でございます。 

 56ページをお願いします。ページの下段、２款８項２目基幹統計調査費1,700万円は、全国家

計構造調査等に要した経費でございます。 

 少し飛びまして、82ページをお開きください。事項別明細書では158ページになります。８款

産業経済費でございます。ページの中ほど、８款２項３目学術振興費46億900万円のうち所管分

は32億8,500万円で、公立大学法人北九州市立大学運営事業に要した経費でございます。 

 以上で議案第86号、令和６年度北九州市一般会計決算についての説明を終わります。 

 続きまして、指定管理者の評価結果につきまして説明申し上げます。 

 指定管理者の評価結果、令和７年度のページを御覧ください。政策局の所管分につきまして

は、タブレット２ページの中間評価を記載したページでございます。この中間評価のページの

通し番号13番、男女共同参画センタームーブの１件でございます。評価結果は、やや優れてい

ると認められるＢ評価となってございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきまして、御賛同賜りますようよろしくお
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願いいたします。 

○主査（永井佑君）財務部長。 

○財務部長 続きまして、議案第86号、令和６年度北九州市一般会計決算のうち、会計室、財

政・変革局所管分について、歳入歳出決算事項別明細書により主要な項目を中心に説明申し上

げます。なお、ページはタブレットのページを基に、金額は100万円単位で説明させていただき

ます。それでは、タブレットの９ページをお開きください。初めに、歳入について説明いたし

ます。 

 １款市税につきましては、収入済額1,801億7,700万円で、前年度に比べ９億400万円の減で、

市税収入は過去２番目の額となっております。また、不納欠損額は２億円、収入未済額は27億 

9,800万円でございます。以下、主な税目の収入済額について説明させていただきます。 

 １項市民税のうち１目個人市民税は624億3,600万円で、前年度に比べ28億5,700万円の減とな

っております。これは、課税標準額が過去最高となったものの、定額減税により減収したこと

などによるものです。 

 ２目法人市民税は125億2,600万円で、前年度に比べ11億3,700万円の増となっております。こ

れは、好調な企業の業績を反映し、製造業や金融、保険業など、幅広い業種で増収したことな

どによるものです。 

 ２項１目固定資産税は720億5,600万円で、前年度に比べ４億9,400万円の増となっておりま

す。これは、地価の上昇と家屋の新増築が市内固定資産の総評価額を押し上げたほか、償却資

産に係る新規設備投資が活発であったことなどによるものです。 

 ４項市たばこ税は74億2,800万円で、前年度に比べ１億4,900万円の減となっております。こ

れは、課税標準となる売渡し本数が減少したことによるものでございます。 

 次のページ、タブレット10ページをお開きください。中段、９項都市計画税は126億5,400万

円で、前年度に比べ7,300万円の増となっております。これは、土地及び家屋について、固定資

産税と同様の理由によるものです。 

 次のページ11ページをお開きください。上段、２款地方譲与税は30億6,300万円で、前年度並

みとなっております。 

 ３款から11款までが県税交付金でございます。そのうち、主な県税交付金の収入について説

明いたします。次のページをお開きください。中段でございます。５款株式等譲渡所得割交付

金は13億4,400万円で、前年度に比べ５億3,500万円の増となっております。これは、株式取引

の増加によるものです。 

 ７款法人事業税交付金は28億1,900万円で、前年度に比べ３億6,400万円の増となっておりま

す。これは、県内企業の好調な業績を反映したことによるものです。 

 ８款地方消費税交付金は244億300万円で、前年度に比べ12億7,200万円の増となっておりま
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す。これは、物価の上昇や県内消費の増加によるものです。 

 次のページ、13ページをお開きください。中段、11款軽油引取税交付金は60億2,800万円で、

前年度に比べ7,500万円の減となっております。これは、軽油引取量の減少によるものです。 

 13款地方特例交付金は62億3,600万円で、前年度に比べ50億2,000万円の増となっております。

これは、個人市民税の定額減税実施に伴う地方公共団体の減収分が補塡交付されたことなどに

よるものです。 

 14款地方交付税は832億3,600万円で、前年度に比べ82億600万円の増となっております。なお、

臨時財政対策債を含めた地方交付税等は892億8,200万円で、前年度に比べ12億700万円の増とな

っております。これは、子ども子育て費の増等に伴い基準となる行政経費が増加したことによ

るものです。 

 次に、ページ飛びまして19ページをお開きください。中段でございます。18款２項２目保健

福祉費国庫補助金、１節社会福祉費補助金153億9,300万円のうち所管分は68億6,900万円で、定

額減税補足給付金の支給に伴う補助金でございます。 

 次に、ページ飛びまして26ページをお開きください。上段でございます。20款２項１目不動

産売払収入、１節土地売払収入21億9,000万円のうち所管分は５億2,200万円で、普通財産の土

地売払収入10件分でございます。 

 ２目物品売払収入3,000万円のうち所管分は1,900万円で、不用物品の売払収入でございます。 

 次に、28ページをお開きください。上段でございます。22款２項１目都市高速鉄道等整備基

金繰入金29億9,000万円は、一般会計の事業財源として基金から繰入れを行ったものです。 

 下段でございます。９目財政調整基金繰入金29億900万円は、一般会計の財源不足を補うため、

基金から繰入れを行ったものです。 

 次のページをお開きください。下段です。23款１項１目繰越金30億5,700万円は、令和５年度

決算剰余金などでございます。 

 次に、ページ飛びまして32ページをお開きください。中段、24款５項１目宝くじ収入30億  

6,900万円は、全国自治宝くじ、西日本宝くじの発売による収益金等でございます。 

 ２目モーターボート競走事業収入50億円は、公営競技事業会計の収益金のうちモーターボー

ト競走事業からの繰入額でございます。 

 次に、ページ飛びまして36ページでございます。下段、25款１項13目臨時財政対策債60億  

4,600万円は、地方交付税の振替に係る市債でございます。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。引き続き、歳出の説明をいたします。ページ

飛びまして38ページをお開きください。歳出につきましては、支出済額の金額で説明させてい

ただきます。 

 下段です。２款１項１目職員費は、総務関係職員の給与費でございます。193億4,700万円の
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うち所管分は、一般職433人分、39億3,500万円です。 

 次のページをお開きください。上段、２項総務管理費38億3,600万円のうち所管分は６億  

1,600万円で、内容は、１目一般管理費７億9,500万円のうち2,000万円と、２ページ先の41ペー

ジに記載している５目財政管理費900万円、６目会計管理費３億2,000万円、次のページに記載

しております７目財産管理費２億6,500万円の合計となっております。 

 次に、ページ飛びまして45ページをお開きください。中段でございます。３項２目事務管理

費45億7,500万円のうち所管分は3,400万円で、市政変革の推進経費に要したものでございます。 

 次に、ページ飛びまして51ページをお開きください。中段でございます。５項徴税費は、賦

課徴収に要した経費など17億1,400万円で、１目税務総務費700万円と２目賦課徴収費17億600

万円の合計となっております。 

 次に、ページ飛びまして57ページをお開きください。下段、３款２項１目社会福祉総務費  

313億1,700万円のうち所管分は68億3,100万円で、定額減税補足給付金の支給に要したものでご

ざいます。 

 次に、ページ飛びまして113ページをお開きください。中段、15款１項１目公債償還特別会計

繰出金665億4,200万円は、一般会計債の元金、利子及び一時借入金利子等を公債償還特別会計

へ繰り出したものでございます。 

 ２項公営企業費は、66億2,300万円で、１目から５目まで各企業会計に対する繰出金でござい

ます。 

 次のページをお開きください。中段、３項基金積立金は59億7,900万円、うち１目都市高速鉄

道等整備基金積立金16億8,600万円は、法人市民税の超過課税相当額等を積み立てたものでござ

います。 

 ２目公債償還基金積立金は29億300万円で、運用益等を積み立てたものでございます。 

 ３目財政調整基金積立金10億5,200万円は、令和５年度の決算剰余金に係る法定積立分等を積

み立てたものでございます。 

 ６目ＳＤＧｓ未来基金積立金３億3,600万円は、寄附額の１割を積み立てることとしているふ

るさと納税寄附金の一部及び運用益等を積み立てたものでございます。 

 なお、16款予備費は、台湾東部地震に対する見舞金などに600万円を充用しており、充用状況

については令和６年度主要施策の成果その他予算の執行実績説明書の130ページに掲載してお

りますので、後ほど御確認ください。 

 以上で一般会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

 次に、議案第94号、令和６年度北九州市公債償還特別会計決算の説明に移らせていただきま

す。152ページをお開きください。まず、歳入について説明いたします。 

 １款繰入金は1,111億5,500万円。１項１目一般会計債繰入金666億4,200万円は、一般会計に
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係る元利償還基金等を一般会計から繰り入れたものでございます。 

 以下、２目から17目は、特別会計ごとに償還する元利金等を繰り入れたものでございます。

目ごとの説明は省略させていただきます。 

 次に、155ページをお開きください。中段、18目公債償還基金繰入金237億8,100万円は、償還

を迎えた満期一括償還方式の市債に係る元利金積立相当額を公債償還基金から繰り入れたもの

でございます。 

 ２款１項１目借換債577億3,900万円は、満期を迎えた市債について、償還財源として借換債

を発行したものです。 

 以上で歳入の説明を終わります。引き続き、歳出の説明いたします。 

 次のページをお開きください。１款公債費の支出済額は1,656億8,300万円でございます。 

 １項１目元金は1,184億9,000万円。 

 ２目利子は96億2,600万円。 

 ３目一時借入金利子は200万円で、一時的な歳計現金の不足を補うための借入れに伴う利子で

ございます。 

 ４目公債諸費は３億8,400万円で、市債の発行、償還に係る経費です。 

 ５目公債償還基金積立金は371億7,900万円で、満期一括償還方式の市債償還に充てるための

基金積立金でございます。 

 ２款１項繰出金は32億1,000万円でございます。これは、市債の償還財源とするため、これま

で公債償還基金に積み立てた額を各会計等に繰り出すものでございます。目ごとの説明は省略

させていただきます。以上、歳入歳出いずれも1,688億9,400万円となっております。 

 以上で議案第86号のうち所管分及び第94号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審

議の上、御賛同賜りますようお願いいたします。 

○主査（永井佑君）ありがとうございました。これより質疑に入ります。質疑は、会派ごとに

持ち時間の範囲内で議題に関する事項とし、当局の答弁の際は補職名をはっきりと述べ、指名

を受けた後、簡潔、明確に答弁願います。質疑はありませんか。大石委員。 

○委員（大石正信君）財政・変革局に３点伺います。 

 最初に、事務事業の見直しについて伺います。 

 財政・変革局は、令和６年度の事務事業の見直しとして、3,000項目のうち1,288事務事業を

見直し、次世代投資枠115億円のうち111億円を確保したとされています。しかし、これまで削

るだけの改革ではないとしながら、朝鮮学校への補助金の削減、美術館分館の閉館、平和のま

ちスタディツアーなど、市民に身近な予算を次々と削減した結果、市民の暮らしはどうなった

のか、見直しを求めたのは財政・変革局であり、原局任せにすることは許されません。財政・

変革局として事務事業の見直しはどのように検証したのか見解を求めます。 
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 次に、令和６年度決算地方交付税について伺います。 

 市税収入は対前年度比40億円の増となる一方、歳出が対前年度比12億円の支出増の要因が、

物価高騰の影響、扶助費、公債費、人件費の増加など、財政の膨張圧力がかかっているとして

います。地方交付税は対前年度比78億円増えていますが、地方交付税は人件費など標準的な額

しか支給されておらず、実態に応じた十分な支給が、支援が得られていないと考えます。国か

らの交付税の実態に大きくかい離があるのではないでしょうか。市は国に対して地方交付税の

増額を求めて要望を行っているとしますが、実態にかみ合った交付税の改善がなぜ進まないの

か、国に対する要望がなぜ進まないのか見解を伺います。 

 最後に令和６年度決算のうち、区役所の市税窓口について伺います。 

 令和６年度の市税収入の決算では過去最高となっていますが、そもそも平成21年に東西の市

税事務所ができ、平成20年に固定資産税が市税事務所に統合され、各区役所から固定資産税の

窓口がなくなりました。また、各区役所の市民税係が市税事務所に統合するなどの計画がある

と聞きます。しかし、平成20年の定例会で私の質問に対して当時の財政局長は、個人市民税は

市民の皆様が訪れる機会が多いので、区役所で対応すると答弁しました。区役所に市民税係を

なくすことは議会答弁に反するものと考えますが、区役所の市民税窓口の利用状況と今後の方

針について見解を伺います。以上です。 

○主査（永井佑君）市政変革推進担当課長。 

○市政変革推進担当課長 事務事業の棚卸しによって、その振り返りを行いたいと思っていま

す。棚卸しについては、令和５年度において全庁的に行った事業でございまして、令和６年度

予算編成作業を通じて全ての予算事務事業3,000事業を対象に、その存在意義や在り方、社会経

済情勢や市民ニーズの変化等々の視点から点検を実施したものでございます。委員言われると

おり、予算事務事業の見直しの結果、1,288事業、金額にして約151億円の見直しを実施しまし

たけども、棚卸し自体は限られた財源の中で市民サービスの質を高め、持続可能な形で町の未

来をつくるのか、その基盤を整えるためのプロセスであったと考えております。 

 一方で、予算の削減によって市民や自治会に不安が広まったことというのも事実でありまし

て、様々な御指摘もいただいたところでございます。このため、令和６年度から市政変革会議、

Ｘ会議という公開の会議体を設置しまして、検討過程の透明性を担保することで市民理解の醸

成に努めているところでございます。 

 また、既存事業の見直しに当たりましては、その意思決定、実施段階では市民生活への影響

等について慎重に検討しまして、関係者へ丁寧に説明するなど、適切に対応してきたと認識し

ております。例えば、ミュージアムツアー、子供の体験活動についてなんですけども、一旦廃

止としましたけども、教育委員会において改めて体験活動というのはどうあるべきかというの

を整理検討しまして、令和７年度予算において各学校が対象者や行き先などを自由に選択し組
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み合わせることができるアラカルト方式として、体験する主体である子供、学校の目線で模様

替えを行っております。 

 また、美術館の分館の話もいただきました。美術館の分館、令和６年度休止しておりますけ

ども、一方で町なかで気軽に訪れることができる施設の再開を望む声があったというのも確か

なところです。都市ブランド創造局においては、市民の美術に親しむ機会の充実を図るために、

デジタルアーカイブの作成に取り組んでいるということで、アクセスが不便な高齢者や障害者

の方でも展示を見ることができるように充実を図っている、美術品に親しめる機会の充実を図

っているところでございます。 

 ほかにも一時的に令和６年度予算で棚卸しによって予算を減額したものの、市民の利用実態

に合わせて、例えば令和７年度予算で増額を行った事例というのも確認しております。基本的

には各局において市民生活への影響等について慎重に検討し、そして利用実態に合わせて柔軟

に対応していると思っておりまして、そのプロセスにおいて一時的に混乱はあったかもしれま

せんけれども、棚卸しによる大きな影響というのはなかったのではないかと考えております。

以上です。 

○主査（永井佑君）財政企画担当課長。 

○財政企画担当課長 地方交付税についてのお尋ねがございました。 

 地方交付税につきましては、まず各自治体で発生する標準的な人件費、それから行政経費な

どの基準財政需要額と標準的な税率、徴収率で計算した地方税収入などの基準財政収入額を算

出しまして、そこに不足が生じた場合に交付されるものでございます。また、基準財政需要額

と基準財政収入額は各自治体の標準的な水準における行政を行うために必要となる一般財源を

算定するものでありますので、実際の収入や支出とは異なるものでございます。今回、令和６

年度決算におきましては、普通交付税が806億円と、昨年に比べて82億円の増加となっておりま

す。また、普通交付税の現金の振替でございます臨時財政対策債につきましては60億円という

ことで、昨年に比べて70億円の減となっております。また、特殊財政需要等でございます特別

交付税につきましては、昨年に比べて約600億円の増加となっております。トータルで見ますと

12億円の増ということで、これは政令市平均が約0.7％の増に対して、本市は約1.4％の増とな

っております。 

 また、この交付税の額について十分なのかどうかというお尋ねがございましたけれども、こ

れにつきましては毎年指定都市市長会、それから本市独自の要望で毎年国に要望させていただ

いております。まだまだ本来の大都市ならではの財政需要に追いついていないという状況でご

ざいますので、引き続き指定都市市長会と連携しながら粘り強く要望していきたいと考えてお

ります。以上です。 

○主査（永井佑君）業務改革担当課長。 
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○業務改革担当課長 今、大石委員から区役所、税の窓口について御質問いただきました。 

 おっしゃるとおり、現在北九州市ＤＸ推進計画に掲げた市民サービスの提供の体制ですね、

書かない、待たない、行かなくていい市役所ということでスマらく区役所サービスプロジェク

トによる区役所の窓口改革の取組が進められております。その一環、市税事務所改革として市

民サービスの向上を目指しながら税務職員の専門性を高め、かつ組織の体制強化と事務の効率

化の実現を目指して、今様々に取り組んでいるところでございます。 

 特に、今委員が御心配されていらっしゃいます市民税の関係の窓口がなくなったときに市民

の方に御迷惑がかかるのではないかという御意見をいただきました。今、行政だけではなくＤ

Ｘがいろんなところで進んでおります。利用状況ということで個別具体的にお話し申し上げま

すと、これまで必ず窓口で市税の申告をなされていたと思いますが、今年の当初申告時期にオ

ンラインで簡単に申請ができるんですよということでチラシを作成し、入力操作のガイダンス

の動画を作成しましたところ、利用者が前年の２倍近く増えました。また、所得額証明書、平

成29年当時は14万枚以上窓口で発行しておりましたが、現在８万枚の所得額証明書のうちコン

ビニで１万7,000枚という形で、区役所の窓口に来られなくても取れるという状況で、年々増加

しております。このことから、以上のような現在の社会状況を考えますと、もちろん対面で区

役所の窓口で税のサービスを受けたいという方もいらっしゃる一方で、オンラインでできるこ

とはオンラインでやりたいと、またそういう方、できるという方はたくさんいらっしゃるとい

うことが今検討の段階で分かってまいりました。したがって、平成21年の市税事務所ができま

した当時と今とではやはり市民の方にとって何が最適なサービスなのかということは常に考え

る必要があると私ども思っております。もちろん対面で受付を希望される方の気持ちに寄り添

い、役所に来ることなく必要なサービスを受けたいという方については、その御要望にお応え

していきたい。でも、そういったことも両輪で考えながら市税事務所の改革、それから税務窓

口の在り方についても今後検討してまいりたいと思っております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）大石委員。 

○委員（大石正信君）事務事業の見直しについては、令和６年度の行政評価の取組結果、私は

３つのことを紹介しましたよね。平和のまちスタディツアー、美術館分館の閉館、朝鮮学校の

私学助成金の削減、このことは書いてあるんですか。どこに書いてありますか。 

○主査（永井佑君）市政変革推進室次長。 

○市政変革推進室次長 行政評価の御質問いただきました。 

 行政評価は、自治基本条例に基づきまして市の政策の取組を公表するものとなっております。

本市、現状におきましては、新ビジョンの推進にひもづく形で主な事業として選定しておりま

すので、申し訳ないです、たしか入っていなかったとは思います。以上でございます。 

○主査（永井佑君）大石委員。 
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○委員（大石正信君）入っていないんですよ。だから、言われるように、削るだけの改革では

ないと言いながら、朝鮮学校についても、僅か110万円削ったことによって本庁舎で多くの方が

抗議されていました。政令市並みにしただけですよって言うけどね、これ歴史があるわけです、

朝鮮学校に対してこれまでずっと出していた。それを政令市並みにやったということで片づけ

ていいのか。 

 また、スタディツアーについても、アラカルト方式で5,300万円からアラカルトで選んでいい

ということで7,200万円増やしたというけども、これまで美術館鑑賞や農泊体験、連合音楽会な

ど、校外活動全体から見れば減っているんです。それとか美術館分館についても、リバーウォ

ークの１年間の賃料が3,369万円、１年間あけているわけですよね。そういったものについて効

果があったと言いながら、行政評価にも書いていない。聞けば、原局が答えることですからと。

この見直しを進めたのは財政・変革局でしょ。どのように効果があったのかというのを出すの

は当たり前じゃないですか。なぜ削減した効果が市民生活が潤ったんだと言われますか。なぜ

出していないんですか。答弁求めます。 

○主査（永井佑君）市政変革推進室次長。 

○市政変革推進室次長 行政評価という仕組みの中では、先ほど説明さしあげましたとおり、

新ビジョンの推進にひもづくものとしております。それ以外にも当然各課におきまして施策、

事務事業を進めておりますので、それについてはそれぞれの担当課において事業の振り返りを

しながら、先の事業の展開、持続可能性であるとかというのを分析していただくというような

仕組みにしております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）大石委員。 

○委員（大石正信君）じゃ、それ以外に行政評価には載せていないというんだったら、どこに

美術館分館とかそういうことについては載っているんですか。財政・変革局がこれ削りなさい

と見直しを求めたわけでしょう。それについて検証されているんですか。 

○主査（永井佑君）市政変革推進室長。 

○市政変革推進室長 個別事業について財政・変革局がどこまでお答えするかというところで

ございますけれども、もともと財政・変革局というのは棚卸しもそうですし予算査定もそうで

すし、それぞれの事務事業についてどのように持っていくかというのは、まず一義的には各部

局、各局でございます。それに対して私どもは共通の目線で次世代投資枠というのをつくって

いく上でどういった財政の模様替えをすべきであるかとか、あるいは棚卸しの視点においてど

ういった視点でやっていくべきかと視点は提示いたします。ただ、その視点をどう当てはめて

どうやっていくかというところは、やはり各局が主体となります。大きな枠として次世代投資

枠を幾ら確保したですとか、トータルなお答えは私どもが御説明するところですけれども、委

員がお尋ねのような個別の事業についてそれぞれの効果ということをつぶさに語るというとこ
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ろは各部局ということになります。御容赦いただければと思います。以上でございます。 

○主査（永井佑君）大石委員。 

○委員（大石正信君）全く納得できません。事務事業の見直しを進めたのは財政・変革局でし

ょ。それを個別の事業ならば原局に任せていますと。通用しませんよ、こんなことは。自分た

ちの都合のいいところだけを出して、効果があったと言いながら、削るだけの改革ではないん

だと、市民にしわ寄せを寄せない、与えないようにするんだと言われて、何か言えば、それは

各原局のやるべきことだとかというのは、そんな言い逃れは許されません。きちんと財政・変

革局が見直しを求めたんだったら、そのことについてきちんと検証すべきだということを強く

要望します。 

 次に、地方交付税78億円増えたと言われますけども、国は標準的な運営ができるようにとい

うことで出されている、物価高騰や人件費、そのための膨張圧力のある扶助費についても上が

ったということであるならば、これは地方自治体含めて不十分だと言っていますけども、国は

そのことに対して何て言っているんですか。これで大丈夫だとは言っていないんでしょ。 

○主査（永井佑君）財政企画担当課長。 

○財政企画担当課長 国の見解というか国が十分これで措置しているのかということにつき

ましては、具体的な明言とかはありませんが、ただ本市だけでなく毎年の指定都市市長会とか

の要望を通じて、毎年地方財政計画というものの中でマクロの全国の総額が示されるんですけ

ども、その中では国は毎年0.3兆円ずつここ２年間、地方交付税を増やしている状況でございま

す。ただ、国もなかなか標準的な経費に対する考え方とかも含めて、例えば物価高騰を今回ど

こまで反映させるのかとか、人件費をどこまで反映させるのか、その辺の制度設計につきまし

ては、引き続き国の中でも協議していると聞いていますので、そこはまた国の動向等を注視し

ながら、要望も引き続き行っていきたいと考えています。以上です。 

○主査（永井佑君）大石委員。 

○委員（大石正信君）透明性は確保されていません。国は、標準的な地方運営ができるように

ということで地方交付税出して市民税と地方交付税で運営してくださいと言っているけど、実

態としては物価高や扶助費が上がってきている問題含めて、うちはこれじゃ運営できないとい

うことで膨張圧力がかかってきているわけでしょ。地方交付税の算定基礎についても計算式出

していますけども、当局に聞いてもよく分かりませんと。じゃ、どうなっているのかというの

が全然透明性が確保されていないんですよね。その透明性を確保すべきじゃないんですか。 

○主査（永井佑君）財政企画担当課長。 

○財政企画担当課長 委員おっしゃるとおり、そこの透明性の確保につきましては国にもいろ

いろ調査、意見申出の制度等もございますので、その中でもいろいろと総務省に対しては申し

上げていきたいと考えています。以上です。 
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○主査（永井佑君）大石委員。 

○委員（大石正信君）いずれにしても国に要望しているんだということで、地方交付税の増額

を要望して、全国の指定都市市長会からも要望していると思うんですけども、なぜこの膨張圧

力が増えているのか、国とのかい離がどのようになっているのかというのが私はよく分からな

いんですよね。だから、それをもっと分かるような形で、党派を超えて国に対して要望する必

要があるし、そのようなあたりについてもうちょっと明確にしていただければ、膨張圧力が増

えたことによって逆に市民への負担が増えていくわけでしょ。行財政改革もさらに進めなきゃ

いけないという状況があるので、いずれにしてもそこの根拠となるものがもうちょっと分かる

ような形に数的なことも含めて分かるように示していただきたいということを要望します。 

 最後に、区役所の窓口について、平成21年のときに私が東部、西部事務所ができるときに固

定資産税をなくしていくということについて、市民税課については市民が多く利用されるから、

それは存続するんだという約束だったんですよね。しかし、実際には今コンビニだとかテレビ

電話とか出てきているんで、どんどん多様化してきているということですけど。例えば、今度

市民税課が区役所からなくなれば、八幡東区や戸畑区、若松区の方は八幡西区役所まで行かな

きゃいけない。また、門司区の人や小倉南区の人は納税証明書を取って小倉北区役所に行かな

きゃいけない。その分、バス代とかタクシー代とか、いや、コンビニでできると言われても、

多くの高齢者がコンビニに行けるのか。その分バス代やタクシー代が負担になるんじゃないで

すか、デメリットになるんじゃないですか。どのように考えておられますか。 

○主査（永井佑君）業務改革担当課長。 

○業務改革担当課長 今委員がおっしゃいました証明書の発行については、現在関係部署と協

議中ではございますが、市民課で証明書の発行をしていただけるよう業務移管を検討しており

ます。したがいまして、八幡東区役所にいらっしゃっても今までどおり市民課で各税の証明書

が取れるような方向でぜひやっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○主査（永井佑君）大石委員。 

○委員（大石正信君）固定資産税課が統合されるときにテレビ電話がありますと。テレビ電話

で対応しますというようなことがありましたけども、テレビ電話でもかなり不具合があったと

聞いていますけども、そのあたりは改善されたんですか。 

○主査（永井佑君）業務改革担当課長。 

○業務改革担当課長 やはり今非常にＤＸの技術というのがもう日進月歩です。16年前と現在

ではかなりテレビ会議システム、テレビ電話についても進んでおりますので、その平成21年当

時、あまり活用されなかったというのは参考として私も聞き及んでおりますが、そういった新

しい技術を、ＤＸを使いながら、市民の方に御心配かけないしっかりした税サービスを提供し
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てまいりたいと思います。以上でございます。 

○主査（永井佑君）大石委員。 

○委員（大石正信君）多くの高齢者がどれだけテレビ電話を活用できるのか、介助者がおられ

るということですけど、やっぱり区役所は身近に存在をして、税金の相談とか証明書について

も、確かにコンビニで取れるとかというのがあったとしても、区役所が遠くなっていくと。身

近にあるべき区役所が高齢化の中で遠くなっていくということは事実じゃないんですか。 

○主査（永井佑君）業務改革担当課長。 

○業務改革担当課長 確かに御高齢の方が最初そういうテレビ会議システムということで今

まで対面と異なるところで戸惑われないようにしっかり補助者を置くように考えてまいりたい

と思いますし、今、先ほど申し上げたオンラインでの申告というのが一番多いのが50歳代の方

でした。50歳代の方が60歳代、70歳代になっていかれたときには、やはり既にもうスマホであ

ったりパソコンであったりとかというのが慣れていらっしゃる方がどんどん高齢化になってい

くという認識です。でも、一方で、今70歳代、80歳代の方を置いてきぼりにしていいのかとい

うと、それはまたちょっと行政の在り方としてしっかり考えていかないといけないと思います

ので、そういった御高齢の方、それからＤＸになかなか親しまれていない方もうまく税の相談

ができるようにしっかり考えてまいりたいと思います。以上でございます。 

○主査（永井佑君）大石委員。 

○委員（大石正信君）いずれにしてもこれまで、平成20年のときも市税事務所ができるときに、

市民税課は残すんだと、市民の皆さんが訪れているからということで、この議会での約束でも

あったわけですよね。それを技術の進歩だとかＤＸ化だとかという形で、これは区役所は身近

なところで市民が気軽に相談できる、そういうものをすべきだと思うんですよね。そういうこ

とで、ＤＸ化によってまさしく市民の足が遠のいていくということは問題だと思いますし、こ

のことはぜひ改めていただきたいということを要望して終わります。 

○主査（永井佑君）じゃ、僕もありますので副主査と交代します。 

（主査と副主査が交代） 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）２点、伺います。 

 まず１点目が、先ほどの議論の予算事務事業の見直しについて、室長から答弁がありました。

共通の目線で棚卸しをされたという答弁されたと思いますが、共通の目線という定義を教えて

いただきたいというのが１つです。 

 もう一つは、人口問題についてです。 

 2024年度予算議会における提案理由説明で市長が、テーマを成長への再起動第２弾予算とし、

新たなビジョンをはじめ行財政運営の在り方を再構築し、次世代への投資を確保するとしてい
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ました。若者や子供等への投資、産業基盤の強化、創出、公共施設等の老朽化対策への持続可

能なまちづくり、投資等の新規拡充事業、次世代投資枠を111億円確保するなど、財政の模様替

え、すなわちつくる改革が進んだことが予算事務事業の棚卸しの効果とされています。次世代

への投資について、人口の観点においてはどう評価しているのか答弁お願いします。 

○副主査（宇都宮亮君）市政変革推進担当課長。 

○市政変革推進担当課長 共通の視点についてなんですけども、棚卸し、令和５年度に行いま

したけども、そのときに市政変革室で示した視点としましては、事務事業ごとに存在意義、そ

して在り方について、社会経済情勢に合ったものであるかとか、また、市民ニーズの変化に照

らして妥当なものなのか、そして、官民の役割分担の視点から、そういったものから共通の視

点として示して事業の棚卸しを行ったところでございます。 

 ２点目なんですけども、人口の視点から次世代投資枠というところをどう評価するかという

話についてです。 

 委員御指摘のとおり、本市の人口、足元では減少傾向が続いております。市政変革を行う上

でもこうした現実の数字、傾向というのを冷静に受け止めまして、制度であったりサービスの

持続可能性を検証していくことが重要であると思っております。次世代投資枠の確保において

も、そうした足元の数字、傾向等を踏まえまして、財政・変革局の中でしっかり枠の確保に取

り組んでいく必要があると、その実際の数字を踏まえて取り組む必要があると思っております。

以上です。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）２点目の人口の問題について少し深めていきたいと思いますが、政策局が

主になってくると思いますけど、社会動態が改善した見解としては、日本人だったり14歳以下

の子供がいる世帯の転出超過が改善と言われています。市長が64年ぶりに社会人口が190人増と

大々的にアピールする一方で、自然動態も含めて北九州市の人口は全国の市区町村最多の減少

数となっています。高齢化率も政令市１位、出生数は前年度対比でマイナス258人と少子・高齢

化の課題は一層深刻なものとなっています。実際、北九州市内で学ぶ学生たちは、卒業後の進

路先として福岡市や関東圏などを選び、市の調査では市内に残るのは１割程度という結果もあ

ります。ある市内の大学教授は、北九大で北九州市で学んで企業とつなげても、最後は市外に

出て行く。北九州市が選ばれないのが悲しい。北九州市は人材派遣が専門なのかというコメン

トがありました。本市では、市内中小企業等の人材確保と定着、経済的負担軽減を図るため、

奨学金返還支援制度を開始しています。奨学金返還支援制度を導入した中小企業等に対し、従

業員へ支給する手当等に要する経費の一部を補助する新たな制度を開始しています。企業型奨

学金返還支援補助金というものです。この制度の目的は、企業の人材確保対策の観点と就職後

間もない市民を経済的に応援するものと考えます。企業には、従業員への奨学金返還の支援を
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行えば、本市から年額最大45万円が振り込まれるということですが、直近の実績を教えてくだ

さい。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 企業型奨学金返還支援制度でございますが、こちら所管が産業経済局になっ

ておりますので、ちょっと私のほうでデータを持っておりません。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）分かりました。 

 本市の、この問題意識は大学担当課が共有しておかなくてはならないと思いますからお尋ね

しますが、本市の2024年の大学生の市内就職率は20.8％で、2023年の22.2％に比べて減少して、

かつここ数年改善が見られていません。北九州市立大学の学部ごとの過去10年間の市内就職率

を調査したところ、文系は辛うじて20％台ですが、理系に至っては10％台後半であり、数年20％

に届かずにいます。旦過での新学部創設に関しては、令和12年、５年後の目標を令和５年度の 

20.5％から25％に上げるとしていますが、市として北九州市で学んだ大学生全体の卒業後の市

内就職率をいつまでに何％にするという目標を掲げていますか。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 少しお待ちください。北九州市としては、産業経済局が策定しております北

九州市産業振興未来戦略におきまして、令和10年度を目標期間に、これは大学生だけではなく

て高専、あるいは短大、高校生も含めまして目標値を地元就職40％を掲げております。大学生

以外も先ほどの高校、短大、高専、大学含めまして令和５年３月時点で現状が35.7％でござい

ます。これを令和10年度に40％に上げるという目標をつくっております。以上でございます。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）高校生などを含めると率は高くなるんですね。それは存じています。ただ、

大学担当課がある政策局として、大学生の市内就職率が今低水準ですよね。理系でも北九大で 

10％後半です。文系は20％でありますけど、改善されていないわけです。ここについて、責任

を負う立場にあると思いますから、私は市内就職率の目標を掲げるべきだと思います。掲げな

い理由はあるんですか。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 北九大につきましては、中期経営計画の中で地元就職率を20％という目標を

今掲げております。これは、目標年度が令和10年度になっております。これに向かって北九大、

地元就職の取組を、例えば地元企業を中心とした学内での合同説明会だとか、地元企業中心に

インターンシップ、こういったことに取り組んでおります。理系については、確かにおっしゃ

るとおり20％切っておりますので、今度新しくつくる学部につきましては、学生の就職活動と

いうのが自主的に３年生ぐらいから始めるものが一般的なんですけれども、新学部については
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１年生の段階から地元企業との連携、企業側に行って、企業の課題を材料にした課題解決型学

習だとか、あるいは地元企業からの講師受入れ、こういったところで教育カリキュラムとして

地元企業との結びつきを強める取組をやる予定になっております。以上でございます。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）申し訳ないんですが、最初の令和10年20％の説明をもう一度お願いします。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 北九州市がまず北九州市立大学に示している中期目標、これにつきましては

地元就職の推進を指示しておりまして、これに対応する北九大からの中期計画、この中で地元

就職率20％を掲げております。目標年度は令和10年度でございます。以上でございます。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）ということは、当局としては目標を達成しているという認識なんですか。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 北九大については20％前後で上下しておりますので、目標については令和６

年度は地元就職率20％になっておりますので、目標はぎりぎり達成しているという認識でござ

います。以上でございます。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）全体的に考えても、10人いると２人いくかいかないかの今水準で推移して

いるので、本当にそれでいいのかということなんですね。これで今十分というお考えなんでし

ょうか。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 目標は20％以上でございますので、さらなる高みは目指していただきたいと

思っておりますので、北九大において様々な地元就職の取組支援を行っているところでござい

ます。以上でございます。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）様々な取組をしているということでした。様々な取組をされていて、今回

新しく旦過でもいろいろな企業とつなげて、令和12年、５年後、25％という数字は非常に残念

な数字というか低水準な数字だと思います。私は、具体的な対策というのがどうしても必要だ

と考えます。ちなみに先ほど紹介した学生の例です。市内に残るのが１割程度と表現をしまし

たが、全員ひびきのキャンパスだったそうです。ある地域のボランティアに参加してくれた学

生さんですが、就職どこに考えているのという話をしたところ、北九州市で就職しようと考え

ている学生は残念ながらそこには一人もいなかった事例を私も体験したことがあります。私も

今回この質問に至って、他大学の実態も調査を求めましたが、他大学の市内就職率は本市とし

てはつかみ切れていません。北九州市立大学の中期目標で北九大の目標は今ありますが、ほか
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の大学の市内の就職率に対して今実態がどうなっているのか十分につかんでいないのが現状で

す。学生たちの実態を把握するためにも、市内の大学に呼びかけて学部ごとの就職率、集約し

て傾向をつかんで、市内就職率改善の目標を設定すべきと考えますが、答弁をお願いします。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 まず、市内大学の地元就職の状況につきましては、産業経済局で把握をして

いるはずでございます。私どもも資料をもらっていますので、一部紹介いたします。 

 令和６年度卒業生が今データ上、最新なんですけれども、市内10大学、それから大学院も全

部合わせて、12大学で地元就職率は22％という状況になっております。目標につきましては、

先ほど申し上げたとおり、産業経済局の戦略の中で令和10年度に高校生、高専、短大も含めま

して40％という目標で取り組んでおります。以上でございます。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）学部ごとはつかんでいますか。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 学部ごとも数字を把握しております。ただ、これは大学にお願いをしてもら

っている数字なので、つまびらかに数字を公表できるかどうかは産業経済局の判断になります

ので、そこは検討させていただきたいと思います。以上でございます。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）学部ごとを大学担当課、政策局としても協議をしていただいて、公開して、

例えば委員会に報告をしていただいて、どうやって若い世代に北九州市に残ってもらって、仕

事をして、そして家族をつくっていくという流れを、循環をつくっていくという視点をぜひ持

っていただきたいと思います。今北九州市で必要なのは、安心して働けて暮らせる環境の向上

です。中小企業支援も同時に行い、市内でしっかり働いて税金を納めてもらう流れをつくるこ

とです。住民の生活環境の向上に力を入れて、高齢化率ナンバーワンだからこそのお年寄りが

住みたい町ナンバーワンを目指して、長く豊かに住み続けられる町をつくって、流出増も防い

でいくことです。子育て支援と教育環境の充実で流入増も目指すし、そこで成長していく子供

たちが市内に残る流れ、たとえ離れていっても帰ってきたいと思える町をつくる、それぞれは

つながっていて好循環を生み出していくことになると考えます。全国の自治体では、その自治

体に住んで就職を条件とし、３年経過後に奨学金貸与期間に定められた額を一括返済する仕組

みがあります。条件は、その後２年間は県内で就業することが条件とのことです。例えば、山

形県などの取組がその例です。北九州市立大学ですら、市に残るのは２割満たず、全体で１割

の年もあります。市で学んで４年間でも北九州市に触れて北九州市に住んだ学生に紹介したよ

うな奨学金返還支援などの経済的支援をする道を示すことで、ふるさとと感じて残る人も増え

るのではないかと考えます。他都市を研究調査し、本市でも奨学金返還支援をつくるべきと考
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えますが、どうでしょうか。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 北九州市の政策局では、平成29年から令和２年度まで奨学金返還支援事業を

実施しておりました。これは、地元企業に、指定された地元企業に就職した後、１年間住んで

いただいた後に奨学金の返還支援を補助金として個人に給付する事業としてやっておりまし

た。これ３年間取り組んだんですが、なかなかこれだけでは地元定着には結びつかないという

データだったので、３年で事業終了したんですけれども、今年度から産業経済局で企業型の奨

学金返還支援事業を開始しております。事情が変わったのは、国も奨学金返還を個人から国に

返すルートだけではなくて、企業から国に直接返すルートをつくりましたので、このスキーム

を使うと税制上の優遇措置が適用できますので、こちらを今推進するように市でも市内企業に

呼びかけをしております。この経緯から、企業型の奨学金返還支援事業を行っておりますので、

まずはこの事業の、財源の、予算の限りもありますので、この事業のデータを見ていきたいと

思っております。以上でございます。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）なかなか地元に定着しなかったという議論はこれまでも何度かさせていた

だいたことがありました。全国の事例を見ると、１年ではなくて３年経過後に支払いのタイミ

ングをずらすとか、その後２年は住んでくださいという仕組みをつくっている自治体があると

先ほどは紹介しましたが、こういう事例は調査研究したことあるんでしょうか。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 令和２年まで奨学金返還支援事業を行っておりましたので、他都市の状況も

調査をしております。北九州市の場合は、最初に地元就職したときに事業にエントリーした人

数から１年後にかなり、４割ぐらいの方が地元を離れていっておりますので、補助金を受ける

前に４割ぐらい減っていますので、なかなか奨学金返還支援事業だけで地元定着を促すという

のは難しいかなという分析を当時しております。以上でございます。 

○副主査（宇都宮亮君）永井委員。 

○委員（永井佑君）もちろんそうだと思います。では、４割くらいの方への調査は、継続調査

はしたんでしょうか。なぜ出ていったのか。 

○副主査（宇都宮亮君）大学担当課長。 

○大学担当課長 ちょっとお待ちください。今細かい資料を持っていないんですが、１年以内

に離職した方だとか、あるいは企業の中で転勤になってしまった、そういった方が多かったと

記憶しております。以上でございます。 

○委員（永井佑君）また、教えてください。 

○副主査（宇都宮亮君）時間になりました。ここで主査と交代します。 
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（副主査と主査が交代） 

○主査（永井佑君）次に、どうでしょうか。廣田委員。 

○委員（廣田信也君）すみません。よろしくお願いいたします。 

 政策局所管業務で３点ほどお伺いをさせていただけたらと思います。 

 １点目が市役所のＤＸの推進についてお伺いをいたします。 

 先ほど御答弁にも出ておりましたコンビニの使用が増えているということは、皆さんだんだ

ん認知が進んできているなというのはすごくいいことだなとも思っております。 

 聞きたいのはそこと別で、窓口の予約のサービス、小倉北区と若松区がモデル区で予約開設

したかと思うんですけど、これの実際の使用された実績とか所感を教えていただきたいのと、

あとは例えば以前私、予算委員会のときに聞いたんですけど、御年配の方とかが入れなくて逆

に困ったとか、そういった苦情はなかったかというのを教えていただければと思います。 

 ２点目が、これもＤＸなんですけど、ＤＸ人材育成プロジェクトという事業があったかと思

うんですけれども、こちらについては何人ぐらいの方が、可能であればどういった企業を受け

られて、受けた感想として皆様はどういうふうなことをおっしゃっていたか、この所感もいた

だけたらなと思っております。 

 ３点目が、補正予算でＳＤＧｓに関する国連会合開催イベント開催事業というのがあったか

と思うんですが、こちらに関してどういった形のイベントとか。補正はいいですか。では、２

点で結構です。失礼しました。 

○主査（永井佑君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 御質問いただきました窓口の予約に関する実績及び所感、また高齢

者等から苦情があったかという点についてお答えいたします。 

 まず、予約の実績になりますけども、令和７年２月10日から小倉北区と若松区で行いまして、

来庁者数としましては469件の方に御利用いただいております。 

 また、所感としましては、御利用いただいた方にアンケート調査というのを実施しておりま

して、特にやはり子育て世代の方、小さいお子様をお抱えの方とかが待ち時間が長いとなかな

かつらい思いをされるとか、あとは妊婦の方ですね、長時間待つとかなり体調にもきついとい

うことで、そういう方々からそういったことがなくなったといったところの声をいただいてお

ります。また、仕事をされている方ですね、こういった方もお休みを取られて来られるんです

けども、決められた時間で手続ができるということでお声をいただいております。 

 また、高齢の方がなかなかこういったサービスを利用できないということで窓口に来られた

ことで待つんではないかといった苦情に関しましては、現在のところ私のほうには上がってき

ておりません。以上でございます。 

○主査（永井佑君）ＤＸ推進担当課長。 
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○ＤＸ推進担当課長 ＤＸ人材育成のことについてお答えさせていただきます。 

 ＤＸ人材育成プロジェクトは令和５年度から始めまして、令和５年度は約760名程度が受講し

たということで、シルバー研修という形で受講してございます。令和６年度も実施しておりま

して、約700名ほどが受講しているということでございます。 

 実際に企業の方にも講師をしていただいたりしているんですけども、事例としてはｋｉｎｔ

ｏｎｅをつくられていますサイボウズさんであったりとか、あと地図情報をＧＩＳというんで

すけども、学ぶということで、そこはＥＳＲＩさんというところなんですけども、そういった

民間企業の方に講師に来ていただいて、実際に使ってみたりしてやっているといったところが

ございます。 

 受けていただいた方の感想としては、数値という形ではないんですけれども、実際に手を動

かして使ったことですごく理解が進んだとか、こういった機会は増やしてほしいとかといった

ような声もいただいております。研修は今年度も引き続き続けておりますので、いろいろニー

ズに応じて内容も検討しながら進めていきたいと考えてございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）廣田委員。 

○委員（廣田信也君）ありがとうございました。市役所のＤＸ推進のほうからで、469件とい

うことでいただいたんですけども、分かればで結構なんですが、小倉北区と若松区だったと思

うんですけど、それぞれがどれぐらいだったのかというところと、あと、この469件というのは、

実際運営した側としては数字としてはもっといけたんじゃないのかというところなのか、目的

の数値よりは上にいったのかというのをどういった感じなのか教えてください。 

○主査（永井佑君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 モデル区で実施した件数、そういったところについてお答えします。 

 モデル区の実際の内訳になりますけども、小倉北区が185件で若松区が284件で合計469件とな

っております。 

 また、利用の件数なんですけども、実際始めたのが２月10日からということで、１か月ちょ

っとということで、まだ周知に関してこちらのほう、様々な媒体使って周知啓発を行っており

ますけども、まだまだ件数としては伸びてほしいというのが私の思いでございます。以上でご

ざいます。 

○主査（永井佑君）廣田委員。 

○委員（廣田信也君）ありがとうございました。２月10日からの年度末ということですよね。

なので、また今回、令和７年とかでいろいろまた積み上げがあるかと思いますので、そういっ

たところをまた見て考えていきたいなと思います。小倉北区より若松区のほうが多いっていう

のはすごくびっくりして、いろいろやっぱり周知がうまくいったところもあったんじゃないの

かなとは思っています。 
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 あと市役所のＤＸでお尋ねだったんですけども、委員会で行政視察に行った際に、他行政の

横浜市とか足立区を見てきたんですけども、そのときにこれあったらいいなって思ったのが、

書類の自動作成、あとオンラインのＡＩでの検索システムみたいなのがあるといいなと思った

んですけども、そういったものにしては北九州市としては何か今動かれたりされているのか教

えてください。 

○主査（永井佑君）ＤＸ推進担当課長。 

○ＤＸ推進担当課長 お尋ねいただきました書類作成の自動化とか、特にＡＩに関わるところ

かなと思っております。 

 北九州市でもＡＩの活用は進めていきたいと考えておりまして、今年度７月にはＡＩ活用推

進都市宣言といったような形もさせていただいています。生成ＡＩについては、令和５年度か

ら活用開始しておりまして、昨年度全職員が使える生成ＡＩの環境というのを整えております。

こういったところで各職員が活用して文書のたたき台をつくったりであったりとか、構成をや

ってみたりとかといったところもやってございます。また、市役所の中で資料の検索とかにも

生成ＡＩがかなり使えますので、そういったところ、あらかじめ法令であったりとかマニュア

ルであったりとか、こういったものを生成ＡＩに先に読み込ませておいて、そこから簡単に職

員が検索できるようなこと、こういったところも始めておりまして、随時取り組んでおるとこ

ろでございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 先ほどの手続の中でもう一つ、こちらで新たに取り組んだ内容とし

て、書かない窓口というのを実行しておりまして、こちらは市民課の手続になりますけども、

マイナンバーカード、あと免許証等、そういったものをお持ちいただくと自動で住所等を記載

して、書かなくて済むといった手続も導入しております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）廣田委員。 

○委員（廣田信也君）ありがとうございました。まず、オンライン検索、ＡＩ等を使ったとい

うふうに職員の方結構進んできていらっしゃるということなので。北九州市、皆さんＡＩが強

いイメージは僕もここ半年見ていて思ったんですけども。あとこれが市民の方が検索する、北

九州市のホームページを例えば検索するとかっていうときにうまく使えるように、将来の話だ

とは思うんですけども、進めていただけたらありがたいなとお願いをさせていただきます。 

 あと、マイナンバーカードがあれば書類の自動作成のシステムもできてきているということ

なので、僕もまた、勉強しておきます。 

 続きまして、ＤＸの人材育成プロジェクトでございます。 

 750人程度から700人程度ということで、そういった方、受けられた方がまた、シルバーの方

がメインということだったと思うんですけども、こういった方が就職先として行かれたのは大
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体どれぐらいとかっていう数字がもしあるようでしたら教えていただけますでしょうか。 

○主査（永井佑君）ＤＸ推進担当課長。 

○ＤＸ推進担当課長 申し訳ございません。私が先ほどお答えしております人材育成プロジェ

クト、これ市役所の職員向けの研修でございますので、そういったことで御理解いただければ

と思います。以上でございます。 

○主査（永井佑君）廣田委員。 

○委員（廣田信也君）じゃ、私の取り違いでした。大変失礼いたしました。 

 そういった形で職員の方がいろいろ触れられて、そういった方とかそれ以外の方もいろいろ

受けられているかと思うんですけども、そういった方たちが先ほど言っていたＡＩであったり

とかＤＸについてどんどんこれからも活躍していっていただけたらなと願いまして私からは終

わらせていただきます。以上です。 

○主査（永井佑君）冨士川委員。 

○委員（冨士川厚子君）私もお伺いいたします。 

 まず、政策局ですね。シン・ジダイ創造事業、日本一若者を応援する町北九州市で、今回Ｚ

世代課が設立され、はみ出せコンテストなど行われていて、これが北九州市だけでなく全国か

ら応募できるということで、こういう事業がどんどん全国に波及されたらいいなと応援してお

ります。 

 そこで、はみ出せコンテスト、今回29件応募があって３件採択されて具現化されているかと

思いますけれども、１件につき300万円支援金が出ておりますが、大体１件につきどのぐらい支

出があったのか、また、不採択になった残りの26件はそのままになっているのか、どのような

取扱いをしているのか教えてください。 

 次に、Ｗｏｍａｎ Ｗｉｌｌ北九州を立ち上げて５回活動を行ったという報告がありますが、

構成メンバー、また、どのような町の課題の提言があったのか教えてください。 

 次に、財政です。 

 マンガで読める！わかりやすい北九州市の財政を令和３年度より配布されておりますが、ど

のような配布の仕方をして、対象が誰なのか、また効果はどのようにあったと考えるか教えて

ください。以上です。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 まず、Ｚ世代はみ出せコンテストの300万円、３件の内訳なんですけれども、

３件とも300万円ずつ申請をいただいております。事業費としては、すみません、今手元に細か

い数字がないんですけれども、300万円以上の事業計画をそれぞれ立てていただいておりまし

て、上限額300万円でしたので、こちらから300万円を支給させていただいたというような状況

になっております。 
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 落ちた残りの方たちなんですけれども、一つ、昨年の12月、到津の森公園でサンタウォーク

というイベントが大学生主催で実施されたんですけれども、こちら実は落選者が、落選したけ

れども悔しいのでどうしても自分たちで実施したいと企業協賛など集めまして実施したという

ような案件になっております。我々も関係部署へつないだりとか、広報に少し御協力したりと

かして、落選後の方たちも状況に応じて支援しているというような状況になっております。 

 今回、落ちた方の中から再チャレンジいただいた方もいらっしゃいますし、その後、パート

ナーズ制度にも御応募いただいたりなどして、若者のチャレンジの一歩を、背中を押している

というようなことができているんじゃないかなと考えております。以上です。 

○主査（永井佑君）ＷｏｍａｎＷｉｌｌ推進室次長。 

○ＷｏｍａｎＷｉｌｌ推進室次長 Ｗｏｍａｎ Ｗｉｌｌ北九州のメンバーやどういう政策

課題に対して提言が出されたかという御質問いただきました。 

 Ｗｏｍａｎ Ｗｉｌｌ北九州は、公募、推薦により選定されました18歳から30歳代の女性19

名が選ばれております。その中では、メンバーの構成といたしましては、学生が４名、あと企

業勤務や個人事業主が14名、あと専業主婦の方が１名というメンバーになっております。 

 これまでに令和６年度は５回の活動実績がございまして、令和７年度は４回開催をしており

ます。 

 委員御指摘の政策提言につきましては、今度10月14日に最終報告会がございまして、そこで

市への政策提言がなされる予定でございます。これまでにいただいた意見といたしましては、

少し前、北九州市に関しましては若者に魅力的なスポットがないであるとか、ちょっと怖いイ

メージがある、ごみが多い、あと仕事の配置で男女差があって、女性に活躍できる場所が少な

いのではないか、そういった課題提言というものがなされております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）財政課長。 

○財政課長 分かりやすい財政について御説明いたします。 

 これについては、やはり分かりやすい財政状況を分かっていただくため、特に最近、市政変

革の取組が非常に重要になっていますので、その内容についてしっかり説明できる内容に今し

ております。令和６年度発行の分かりやすい財政なんですけれども、これについては財政状況

だけではなくて、新ビジョンの話であったり市政変革の取組を、漫画を使ってかなり分かりや

すく表現しながら市の成長に向けた動きを盛り込んだ内容としております。特に、やはり漫画

ですね、これについてはかなり協議を進めておりまして、かなり分かりやすい内容になってい

るんじゃないかと考えております。 

 冊子の配布については、1,700部ほど発行しておりまして、これについては市民センターであ

ったりいろんな学校であったりというところで、分かりやすい形でいろんな表現をしておりま

す。今後についても、市のホームページ等でしっかり広報しながら幅広い層の目に留まるよう
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にいろいろ広報していきたいと考えております。以上です。 

○主査（永井佑君）冨士川委員。 

○委員（冨士川厚子君）まず、Ｚ世代から質問させていただきます。 

 計画が300万円以上っていうことで計画が出されて、支援金が300万円出て、残りは、手出し

は本人たちがするイメージなんですか。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 はい。本人の状況に応じてですが、基本的には自己負担という形でしていただ

くようになっております。以上です。 

○主査（永井佑君）冨士川委員。 

○委員（冨士川厚子君）今年もまた行っていて、どんどん申込者が増えているってうれしいニ

ュースだと思うんですけど、採択が３件しかないっていうのが、若者を応援する町なんだけど

あんまり応援できていないんじゃないかなって。もっと何か多分４位の案とか５位の案とか、

多分そんな激しく差があるのかないのか、私も審査員じゃないので分からないですけど、何か

今あれＺ世代で基金か何か１億円とか、何かそういうのをされていませんでしたか。基金集め

たりしていなかった、若者の、違いましたっけ。そういうお金を使ってもうちょっと件数を増

やしたりとか、そういう考えはないんでしょうか。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 委員御指摘いただいたみんなの銀行さんの応援でして、市に寄附金をいただき

ますので、財源としては300万円のうちの活用をさせていただく予定にはしております。 

 件数を増やすというところは、また、いろいろ予算の兼ね合いもありますし、これから検討

はしていきたいなと思うんですけれども、落ちた方たちでやっぱり似たような志向といいます

か、目的が同じような方もいらっしゃいましたので、今実行に当たっては落ちた方も一緒にメ

ンバーとして参画いただいて成功体験を積んでいただけるような工夫も我々しているところで

すので、落ちた方もいろいろ巻き込んで進めていきたいなとは思っております。以上です。 

○主査（永井佑君）冨士川委員。 

○委員（冨士川厚子君）若い頃の落ちたって、受験もですけど、やっぱり一生引きずるという

か、何かそういうことあったなって心に残ってしまって、その方たちが23件もあるっていうの

は何か残念だなっていう思いもします。コンテストのときは、ばってすごく派手にされている

んですけど、結果が見えてこないんですね。私もこれ最後どうなったんだろうと思って検索す

るけど、コンテストの周知はどんどんネットで出てくるんですけど、なかなか結果が目に入ら

なくて。私の検索の仕方が悪いのかもしれませんけど、最後見たら何かパワーポイントみたい

な感じで３件とも同じような資料で御報告みたいな感じになっていて、結局何か最後は行政の

枠にはめられたような報告の仕方になっていて。それこそ若い方たちのやっている途中、動画
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とか撮ったショートムービーとか、こうやってこんなことやっているんだって思えるような、

やっぱりこれ300万円出しているんだから、結果って大事で、どんなふうなにつくったのかなっ

て私も見たいなと思うけど、あの資料も、私も少し老眼が入ってくるともう字が見にくいんで

すね。本当に若い子たちも、やっぱり今、動画の世界になっている中で、最後が書類っていう

のがあまりはみ出せていない。何か行政の形になっていて、それもすごく残念だなって思った

し、本当に若い方にどんどん見てもらいたいんだったら、そういう工夫をぜひしてもらいたい

と思います。 

あと高校生の応募が少ない、10代の応募が少ないなっていうのは感じました。20代が主にな

っている感じもしますし。やっぱり10代、20代、同じＺ世代でも10歳年が違うと感覚とか考え

方とか違うけど、やっぱり高校生って部活があったりとか塾行ったりとか受験とかいろいろあ

って、そういう情報も耳に入らないのかもしれないんですけど、例えば何かもうちょっと枠を

小さく、300万円とかじゃなくて、だって高校生がやりたいで手出しになったら高校生お金出せ

ますかっていう話になりますし、もうちょっと小さい規模でも何かＺ世代の本当の10代の子と

かを対象にした、また何か新しい企画とかも考えていただきたいなと思います。 

先日、保健福祉的な話ですけど、福岡県にあるプレコンセプションケアセンターってところ

に視察に行ったときに、男の子からの性に関する相談が物すごく多いっていうことが、今回た

かの議員も質問されましたけど、すごくびっくりしました。やっぱり今、修学旅行でも大浴場

に、昔だったらみんな大浴場でお風呂入ったりするのが、もうホテルの個室の部屋とかが選べ

たりとか、人と裸の付き合いをすることもなくて。何か友達に話さないのって言ったら、もう

そういうことが相談できない環境にあるっていうことを聞いて、時代がコロナとともにいろい

ろ変わっているんだなと思って。 

そう考えたら、こういうＺ世代の方たちのアイデアをもらうのもいいけど、悩みを聞いて保

健福祉的なことにつなげる、市の施策としてつなげることもすごくいい、私たちが思っている

以上の環境なのかなとも思いますし、高校生にしてみたら、Ｚ世代のお兄さんやお姉さんが、

これだけ頑張ったらこんなふうに活躍できるんだっていう一つの道しるべに私はすごくなると

思うし、触発を受けて、北九州市で頑張ろうかなって思えるようなＺ世代って本当にすごく幅

が、未来が大きいと思いますんで、本当にいろんな事業にこれからも果敢に取り組んでいただ

きたいなと思います。要望いたします。 

 次に、Ｗｏｍａｎ Ｗｉｌｌ北九州です。すみません。10月に結果報告が出るということで

承知しました。今、女性ということで今年も光が当たっていますけれども、本当に女性の目線

というのは議会の中でも女性の質問と男性の質問と、私自身も目線が違うなって感じる部分が

ありますので、しっかり声を拾っていっていただきたいと思います。 

 最後に、漫画で読める財政です。いろいろ学校とか市民センターに配布しているってことで、
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私も見ていますけど、毎年登場人物が変わっているのは、そういうあれなんですかね。漫画っ

て私もあまりよく分かんないけど、大体登場人物って統一されているのかなと思うけど、毎年

いろんな人が出てきて、どんどん漫画よりも資料のほうが多くなっていて、さっきも読みにく

いというか、漫画の部分は読みやすいけど、急に資料が出てくると、伝えたいことが一般市民

の方に伝わっているのかなっていうのを思ったんですけど、どうですか。 

○主査（永井佑君）財政課長。 

○財政課長 読みにくいという御指摘なんですけれども、実は毎年いろいろ工夫を重ねていま

して、漫画の内容もかなり変えています。前は財政の専門用語とかもいろいろ多かったんです

けれども、今はもう市政変革とか、市が重要視しているような内容についても分かりやすい内

容になるようにしっかり心がけていろいろやっていますので、また、いろいろ今後応援いただ

ければと思います。以上です。 

○主査（永井佑君）冨士川委員。 

○委員（冨士川厚子君）それこそＺ世代の方とタイアップして、若い方が見やすいようなもの

を作ったりとか、私、横浜市さんが横浜マリノスのキャラクターをマリノスケとかというふう

にして、財政に特化したページを作っていろいろ説明をされていて、すごく見やすいなって思

いました。今回の令和７年度の市政モニターでも財政の状況に関する意識調査では、関心が91％

っていうことで、やっぱり市民の関心って税金納めているだけに関心は高いんだなと思います

し、だけどやっぱり興味があるけど分かりにくいっていう部分が課題なのかなとも思います。 

企業だったら必ず財政って絶対出さないといけない、内訳とか、株主総会で一番突っ込まれ

るようなところかなとも思いますので、本当財政でも、市のホームページだとどうしてもＰＤ

Ｆの添付になって、自分で一個一個、違ったとかと言って探していかないといけないので、可

能であれば、市のホームページとは別でリンクがちゃんと財政用のページとかがあれば分かり

やすいんじゃないかなって、また、税収もアップしているっていうことで毎年言われています

けど、より市民に対する説明責任が増えているんじゃないかなと思います。横浜市の財政の解

説っていうのが、横浜市立大学の学生とタイアップして一緒に作っているっていうことでした

ので、北九州市も北九州市立大学があるし、やっぱり行政の方が作ると基本があるから分かる

前提でつくるっていうか、だけど一般の本当に学生とかからの目線って、本当に大事というか、

例えば主婦の方とか、家計で言ったらどうだとか、そんなことやっている市もあったかと思い

ますけど、こういうこともぜひ取り組んでいただけたらなということを要望して、あとすみま

せん、令和６年の最初の市長の挨拶の文字が、字体が物すごく見にくかったかなと思って。今

ＵＤフォントを結構使おうってなっているかと思いますが、ある程度そこは市も統一していか

ないと、軽く見えるというか、すみません、年齢的な問題かもしれませんけど、ぜひよろしく

お願いします。見やすい財政をよろしくお願いします。以上です。 
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○主査（永井佑君）渡辺委員。 

○委員（渡辺修一君）よろしくお願いします。 

 私も、今、冨士川委員から質問があったシン・ジダイ創造事業のはみ出せコンテストであっ

たり、令和７年度に行われたアイデアコンテストなどの内容についてなんですけれども、本当

に先ほど言われたように、いろいろなコンテストのものがどう行政というか施策とかに反映さ

せてあげられるのかというところに力を入れていただきたいなと思っております。そういった

意味で、今回の上位、令和７年度に行われたのは上位３名のアイデアを、実現化に向けて進め

ていくということなんですけれども、そういったものを発展的に今後どのように市の施策とか

地域のそういった課題解決につなげていくのかとかという考えがあればお聞かせいただければ

と思っています。 

 ２点目が、これも政策局なんですけども、先ほど廣田委員が言われた、スマらく区役所のサ

ービスなんですけども、令和７年６月中旬から全区に展開していくということ、これ携帯電話

で予約をすることでよかったんですよね。それで、一番区役所に行かれる世代、大分60歳代、 

70歳代、60歳代と言ったらもう失礼ですね。70歳代後半の方のスマホの定着っていうのもでき

てきたんですけれども、区役所に行かれる多くのそういった世代に対しての周知といいますか、

どうやって予約をしていったらいいのかというところを市民センター等で、お知らせとか周知

とかやり方とか、それをどう考えているのかをお聞かせいただければと思います。 

 以上、２点お願いします。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 Ｚ世代課の今後の活用、展開について御説明させていただきます。 

 アイデアコンテストの実現の中でも数多くの企業様ですとかサポーターの方、大人の方に参

画していただいておりますし、Ｚ世代課パートナーズ制度というのがまさしく委員おっしゃる

とおり、Ｚ世代の価値観とかをいろいろ施策とかまちづくりに生かしていくための制度ですの

で、今、市役所内部の会議などでたくさん委員としてＺ世代に活躍いただいていますし、今後

はぜひこれを企業様との共同プロジェクト、これからどんどん進めてマッチングしていきたい

なと思っておりますので、市役所内部だけでなく企業の皆様にもそういったものを感じて、取

り入れていただけるようにしていきたいなと思っております。 

 我々、若者の活躍で市が盛り上がって持続可能なものになるっていうものを最終ゴールとし

ておりますので、若い方の活躍を、プロジェクトに参画しただけじゃなくて、広く市民の方に

も御理解、周知できるようにこれからも広報についても力を入れていきたいなと考えておりま

す。以上です。 

○主査（永井佑君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 スマらく窓口の利用者を増やすための周知及びやり方についての周
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知啓発等を含めて御答弁させていただきます。 

 まず、周知につきましては、様々な媒体を使って行っておりますけども、例えば投げ込み等、

そういった形で新聞等のマスコミに拾っていただくような取組や、あとは市政だより、ホーム

ページ、ＳＮＳ、そういったものを通じて広く周知を図っているところでございます。 

 また、やり方につきましては、デバイド対応という形になりますけども、スマートフォンの

使い方につきまして市民センターでそういった使い方の講座というのをやっておりまして、そ

うしたものを通じて各市民の方に周知していくような形を取っております。 

 このデジタル対策の件数になりますけども、令和６年度の実績になります。講座の開催回数

としましては、市民センターで大体約40回開催しておりまして、受講人数としては564名の方に

利用していただいているというところでございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）渡辺委員。 

○委員（渡辺修一君）ありがとうございます。最初のＺ世代の今、ありがとうございました。

実際にそういった提案した若い世代の方のそういったものが市の施策に反映したり、また、企

業さんと協力して地域の課題を解決していける、そういったものが着実に進んでいくことが本

当に我々の声や思いが市に届いて、そういった若者が市で活躍できるというものがどんどん広

がっていくことが若者の定着につながっていきますので、さらに進めていただきたいなと思っ

ています。 

 例として、愛知県で若者会議が行われて、若者の施策を立案し予算がついてというような取

組も行っていますし、また、福井県ではＪＫ課で高校生の提案が実際にアプリの開発とかイベ

ントにつながっているという事例もありますので、この今の展開をもっともっと広く展開して

いただきたいなと思っています。 

 それとまた、公募が北九州市にお住まいの若い方だけではないということなんですけれども、

北九州市以外の募集の方ってどれぐらいいるのか分かれば教えてください。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 はみ出せコンテストの市外からの御応募が、昨年の第１回の開催は８件、29分

の８件が市外からの御応募でした。今年度開催いたしました分は60件のうち17件が市外からの

御応募をいただいているというような状況になっております。以上です。 

○主査（永井佑君）渡辺委員。 

○委員（渡辺修一君）ありがとうございます。市外からも募集があっているということであり

まして、北九州市がそういった市外の若い方からも実際に提案が実行されるとなると、よそか

らもどんどん若い方が来るという魅力的な事業になっておりますので、ぜひともよろしくお願

い申し上げます。 

 それと区役所なんですけれども、今答弁いただきまして、地域の自治会等にもしっかり協力
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を仰ぎながら、私も町内会副会長していますけども、そういった地域でどんどん周知、協力し

ていただけると、また、広がりがあって、そういった利用しやすい区役所の取組にいいんじゃ

ないかなと思います。市政だよりもいいと思うんですけれども、なかなか見ていない部分も多

いかと思いますので、そこら辺、細かな徹底と協力している団体さんにもしっかり協力してい

ただきながら広げていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。私からは以

上です。 

○主査（永井佑君）ほかにどうですか。いいですか。公明党さん終わりですか。ほか、どうで

すか。大久保委員。 

○委員（大久保無我君）まず最初に、連携中枢都市圏の話からいきます。 

 メガリージョン推進事業、北部九州地域の一体的な発展を目指すため、福岡市や下関市、連

携中枢都市圏とのトップ会談の開催や自治体間の連携事業の推進ということで調査検討を行っ

たということなんですけども、これ、連携中枢都市圏の全ての市町村と１対１の会談を行った

のか、それとも一遍ばっと来てもらって会議のような形で行ったのか、どんな感じでトップ会

談の開催というのを行ったのか教えていただければと思います。 

○主査（永井佑君）政策調整担当課長。 

○政策調整担当課長 連携中枢都市圏のトップ会議についての御質問をいただきました。 

 まず、今年の１月に各首長18市町の首長が集まるトップ会議を小倉で開催させていただいて

おります。一堂に会すとなかなか話せないところというのも個別の事案とかありますので、今、

武内市長が各市を個別に訪問して、対談を持つという取組も行っております。今18市町のうち

７市町との会談を終えているところで、また、順次訪問していきたいと考えております。以上

です。 

○主査（永井佑君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）ありがとうございます。北九州市は、これからの連携中枢都市の中核

都市として、どういう役割を果たしてどんな取組を行おうとしているんでしょうか、伺います。 

○主査（永井佑君）政策調整担当課長。 

○政策調整担当課長 連携中枢都市圏では、圏域の計画である都市圏ビジョンというのを作成

しておりまして、現在81の連携事業を進めております。大きな柱としては、経済、都市機能、

あと市民生活のサービスのところですね。この３本の柱で連携していこうということで事業を

進めております。ただ、事業を進めていく上では、各市町、都市規模も違いますし、ニーズも

違います。また、どうしても競争があるという分野もあります。その中で、ウィン・ウィンと

なる取組というのを各市町と協議しながら、見つけながら効果的な連携事業を進めていきたい

と考えております。以上です。 

○主査（永井佑君）大久保委員。 
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○委員（大久保無我君）ありがとうございます。北九州市は直方市、行橋市などの周辺の８つ

の市や町から可燃ごみの受入れをやっていますね。これ連携中枢都市というよりも、広域な自

治体としての、周辺都市はそういう焼却場を持ったり大きな施設を持つのがなかなか難しい状

況になっているので、中核の北九州市の施設を使わせていただくということになっているんだ

と思うんですけども、そのときに、これ局が違う話ではあるんですけど、連携中枢都市として

の考え方というか取組の一つにもつながってくると思いますんでこの話させてもらっているん

です。ある市町の長の方と話をしたんですが、そのときにこう言われたんです。北九州市の環

境局からうちの町の担当課の人が呼び出されて、有無を言わさず一方的に値上げを通告された

ということだったんです。その周辺の町からしてみたら、ごみを受け入れてくれるところとか

というのはもう北九州市しかないわけですから、値上げするぞと言われたら値上げに応じざる

を得ないのでしょうがないとは思うんだけど、やり方があるんじゃないですかということだっ

たんです。要は、呼び出されて値上げするぞと通告をされて、もうどうしようもないと。もう

ちょっと時間かけてやっていただくとか、それこそトップ同士で話をするとか、そういうやり

方をしてもらわないと、これってあたかも上下関係みたいになるわけじゃないですか。本来、

そういうのはやっぱりおかしいと思うんですよね。構造的に使わせてもらっているのはしょう

がないにしても、こういうやり方をすると上下関係のようになっていくんじゃないかというこ

とで、かなり怒っていらっしゃいました。 

ですので、これから１つの都市だけではやっていけないところも多々あるでしょうし、特に

北九州都市圏というところでみんなで助け合って発展していこうと、町を維持していこうよと

いう時代に入っていっていますので、そこら辺については各局のやり方にもやっぱり周辺の市

町村にしっかり配慮してもらう、水とかもあるでしょうし、ごみの問題もそうですし、それぞ

れの各いろんな施設の話とかもあるでしょうから、こういう声が上がらないように取り組んで

いただきたいなと思います。これは意見として言っておきます。もうちょっといいですね。 

○主査（永井佑君）質問して答弁受けてぐらいにしますか。時間が。 

○委員（大久保無我君）質問だけしときます。 

○主査（永井佑君）質問、じゃ質問して、お昼からということにします。 

○委員（大久保無我君）老朽家屋のことなんですけど、これまた違う局となるかもしれません

が、固定資産税の話になりますんで。大体、家が建っていたら固定資産税って減免されるじゃ

ないですか。なので、逆に壊さないと。どんなに老朽化していても、どんなに壊れそうでも壊

さないというのが今の老朽家屋の問題としてあるんですけど、これ調べたら、固定資産税の特

例の減免が解除される、特例解除という仕組みがあるそうなんですが、これを本市で行った事

例があるかどうかという話を伺いたいなと思います。ということで、終わりです。 

○主査（永井佑君）終わりですか。じゃ、お昼からにさせていただきます。ここでしばらく休
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憩します。１時再開でお願いします。 

（休憩・再開） 

○主査（永井佑君）それでは、再開します。最初に、説明の訂正の申出があっておりますので、

これを受けます。財務部長。 

○財務部長 私が行いました議案説明について２か所訂正させていただきます。 

 まず、タブレット114ページ、４目ＳＤＧｓ未来基金積立金と申し上げるところを６目と申し

上げてしまいました。正しくは、４目でございます。 

 もう一か所、タブレット152ページ、一般会計債繰入金の665億4,200万円を666億円と申し上

げてしまいました。正しくは665億4,200万円でございます。おわびの上、訂正させていただき

ます。 

○主査（永井佑君）答弁の前に大久保委員から御発言がございますので、先にどうぞ。 

○委員（大久保無我君）午前中の私の連携中枢都市の話で、北九州市の環境局の取組が非常に

高圧的だという話をいたしました。環境局側からの話もしっかりと聞きまして、資料もいただ

きました。これ見ますと、市としてはしっかり時間もかけて取り組んでいるということ、説明

もしっかりとしているし、高圧的な話はないというようなことも、一般に報道されているよう

な話であったりとかというのではなかったということもよく分かりました。市当局の取組に対

しては、しっかり理解いたしましたし、この件については私も発言の訂正と謝罪をさせていた

だきます。大変申し訳ありませんでした。以上でございます。 

○主査（永井佑君）それでは、答弁お願いします。税制課長。 

○税制課長 大久保委員から老朽家屋の固定資産税について御質問いただきました。 

 委員御指摘の軽減措置でございますけれども、いわゆる住宅用地の特例という特例措置、法

律上の特例措置でございまして、住宅用家屋の敷地である土地、こちらについて固定資産税が

最大で６分の１、都市計画税が最大で３分の１まで軽減されるという特例措置のことでござい

ます。老朽家屋といいますか空き家に関することになりますけれども、例えば家屋を取り壊す

と、翌年の税金からこの特例が適用されなくなって税金が上がるということになってくるんで

すけれども、仮に空き家が取り壊されなかった場合であったとしても、そのまま放置すると倒

壊の可能性があるとか、あと環境衛生上よくないとかといったような特殊な事情があって、こ

れは空家対策特別措置法という別の法律で都市戦略局の所管にはなりますけれども、そちらか

ら是正の勧告であったり命令といったものが出る仕組みがございます。こういった勧告または

命令があった建物、その敷地についても住宅用地の特例が外されるということが法律上定めら

れております。その件数なんですけれども、令和６年度の課税物件のうち勧告または命令に基

づいて適用が発出された物件、これは市内全域で９件ございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）大久保委員。 



- 34 - 

 

○委員（大久保無我君）ありがとうございます。ということは、特例解除を判断する部署は財

政局ではないということですね。分かりました。 

 じゃ、もう一個、今空き家所有者を特定するための情報収集として、納税情報とかの収集と

か、財政局というか税から提供を行うことがあると思うんですけども、とはいえなかなか情報

についてはそう簡単に教えられるものじゃないという話もちらほら聞くんですが、やり取り自

体は問題なく順調に行われているんでしょうか。 

○主査（永井佑君）税制課長。 

○税制課長 お答えいたします。 

 固定資産税に関する情報を空き家対策の所管課にお伝えするという手続につきましては、先

ほど申しました空家等対策の推進に関する特別措置法という法律がございまして、この第10条

の中に固定資産税の情報を法律の施行のために必要な限度において利用していいと定められて

おります。ですので、我々としても都市戦略局には必要な情報を提供させていただいていると

いう状況でございます。以上です。 

○主査（永井佑君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）ありがとうございます。 

 さっきの特例の解除について、なかなか結構ハードルもあるのかなと思うんですが、これち

ゃんと周知をしておくと、要は６分の１の減免が放置しておくと解除されますよと、特例なく

なっちゃいますよということが結構まだ知られていないのかなと思います。これが知られてい

くと、事前に除却を促していくことにも多分つながっていくんだろうと思うんですね。なので、

ぜひその周知についても、まず一義的には、部局が違うのかもしれませんけど、空き家対策の

部局とぜひそこは協力的にやっていただければなと、これは意見として。 

 もう一個、これも意見だけ。さっきのシン・ジダイ創造事業のところで、ずっと午前中もや

り取りがありましたので、一個だけ聞きたいんですけど、事業を立ち上げて進めるじゃないで

すか。やっぱり大事なのって、継続していくこともすごく大事なんだろうと思うんです。シン・

ジダイ創造事業の継続ではなくて、立ち上がった事業が打ち上げ花火みたいにぽんとやったは

いいけどそこで終わりとかみたいにならないようにしていくことも大事なんじゃないかなと思

うんですが、ただ単発で終わるような話もあるとは思うんですが、今立ち上がった事業の継続

性についてどう考えられているのか考え方を教えてください。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 アイデアコンテストで採択いたしました去年の３組につきましては、今も定期

的に情報交換等を行っておりまして、求めに応じてこちらも必要な支援を提供しているところ

であります。また、今挑戦している方たちが刺激となって、次の世代のＺ世代の挑戦の背中を

押せるように、今年のアイデアコンテストの申請者の面談に入っていただいたりですとか、ア
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イデアコンテスト当日に現状を昨年の採択者から報告いただくような時間も設けまして、引き

続き継続的に実施していきたいなと思っております。以上です。 

○主査（永井佑君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）ということは、今年採択された事業とかは来年も継続してその方たち

がどうにかして行うとかということではなくて、もうそこは行ったらもそこはそこで終わりと

いうか、それでも一応いいよという感じの考え方でいるということでいいんですかね。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 一応補助金の支援という意味では単年度で支援は終了するんですけれども、若

い方のチャレンジによって町が盛り上がるというところが我々の目的ですので、そこの部分は

町の活性化とか市民の方に感じていただけるような広報というのは継続的に昨年度の方たちも

含めて実施していきたいなと思っております。以上です。 

○主査（永井佑君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）分かりました。ありがとうございます。こういうのって、えてして大

体すぐイベントをやりますみたいな話になりがちだと思うんですけど、今回の場合って、イベ

ントばっかりなのかなと思ったら、必ずしもそういうことではなかったなということで、そう

いうことはすごく注目しなきゃいけないなとも思っています。大体単なるイベントってなって

くると、本質的なまちづくりとは全然違ってくるとは思いますし、報道されたことが多かった

からこれは成功ですっていうのも、そんな安直な話でもないとも思います。逆に、何なら若い

人たちの常識にとらわれないような発想とかというのは、さっきの空き家の話もそうなんです

けど、こういう行政課題みたいなものに対してぶつけていってもらって、何か全然違う視点か

らの新しい解決方法とか、そういったものに取り入れるというか考えてもらう、要は逆に行政

側からこの課題についてみんなで考えてよっていう、常識にとらわれなくていいからというよ

うな投げかけをして出してもらうというのも一つの考え方かなとも思います。既存の課題に対

して役所目線では解決できないとかみたいなものに対してぜひ取り入れてほしいなと思います

ので、企画自体がとか、ただの打ち上げ花火でどんどんと打ち上げてよかったねってならない

ように、しっかり根づくように取り組んでいただければと思います。以上で終わります。 

○主査（永井佑君）三宅委員。 

○委員（三宅まゆみ君）私からも幾つかお尋ねします。 

 まず、ふるさと納税なんですが、寄附金の使い道を選択されてしていますけど、これ伸びて

いることは非常にいいことなんですが、北九州市の場合は一般会計にばんって入って、どの程

度、本当に寄附をしてくださった方の意図というか気持ちの部分がちょっと薄くなってしまっ

ているのではないかなと思います。今議会でも取り上げられていましたけれど、動物愛護とか

というのは今関心が非常に高くて、そういったところにふるさと納税、寄附をされるという方
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も多いのですが、福岡市だったかな、どこかはその金額を丸々その分野で使えるように渡して

いるんですね。そうすると、ダイナミックなことができたり、皆さんが望んだところに本当に

使われるということなんですが、本市においてその考え方はいかがなものでしょうか、お尋ね

いたします。 

 それから、相続登記の義務化が始まるということで、その仕組みそのものもあるんですけど、

相続放棄をされる方が最近多いような気が正直しています。そこの土地については、今後どう

なるのかなというのがあって、税金は取れないですよね。もう完全に相続放棄して、誰も要ら

ないっていうことだと。要は、財産が残っていれば相続されるんですけど、財産が何にもない

のに、もう負の土地っぽい部分に関してはもう引き取りたくない。特に家が建っていてもう古

くなっていて、それを壊す経費がかかるとなると、もう皆さんいただきたくないということで、

よくそこでもめています。それと老朽家屋を壊せなくてもめていて。最終的にはっていうこと

で相続放棄でもう結局強制執行になるんでしょうかね、行政執行でやるのですけれど。そのあ

たり、税収の絡みでお聞かせをいただけたらなと思います。 

 それと、実際には誰か相続する人がいるはずなんだけど、外国にいてどこにいるか分からな

い、日本にいてもどこにいるか分からないというのも多分あると思うんですね。そういった場

合は、どこに請求が行くのでしょうか、教えてください。 

 それとあと、これも本会議で取り上げられていましたけれど、除草経費。先ほどもごみがた

くさん落ちていてイメージが悪いみたいなお話も出ていましたけれど、もう最近本当に、もち

ろんこれは気候の影響もあると思いますが、暑くて草の伸びがすごくよくて、北九州市はもう

あらゆるところで草ぼうぼうで、本当に道路の脇の、割と幹線道路の脇とかでもすごい草が生

えていて気になってしょうがない、お叱りを受けたりということもあるんですが、ここの予算

というのは去年復活していただいたっていうことなんですけど、やっぱりそれだけでは足りな

くて、経費も高くなっていますし、それと同時に気候変動の影響とかもあって、きれいな町、

イメージのいい町を目指すのであればなおのことやるのか、もしくはそこにもう少し予算をか

けてほしいと思っていますが、財政当局としての考え方を教えてください。 

 あと外国人の問題です。今回もこの前の選挙のときから非常に分断をあおるようなお話もた

くさんあったと思うんですが、必要な人材は必要。もちろん誰でも彼でも入ってきて永住して

いいということではないと。そこはきちっとしたルールがあるとは思いますし、国に対しても

そういったルールはもっと強化してほしいなとは思うんですが、北九州市においては、もう福

祉の分野でも、うちの母がデイケアに通うんですが、デイケアも外国人の方がお迎えに来られ

ます。上手な日本語を使われて、しっかり働かれる。そういった意味では、外国人全くなしで、

じゃあこれからも頑張りますよっていうことにはならないと思うんですが、外国人が入ってく

るに当たって、北九州市としてやっぱりもっと取組をちゃんと今のうちにやるべきだと。今回
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これも議論になっていましたけれど、北九州市はまだそんなに多くないんだっていう、だから

こそ今のうちにきちっとしたことをやっておかないといけないと思います。 

それと外国の方も分からなくていろんなことをやっていたり、ごみ捨てとかも含めてルール

がきちっと伝わっていなくてどこでも捨ててしまったりということもあって、前これ何かで申

し上げたことあるかもしれませんが、ある自治会で、一生懸命ブロークンの英語で伝えて、分

かってもらえたっていうことで、非常に自治会の中でもスムーズにコミュニケーション取れて

いるっていうようなところもありました。 

ですから、そういった意味で、やっぱり相談窓口の強化、それから子供も、例えばベトナム

人のお子さん、今もう200人ぐらい北九州市にいらっしゃるんですかね。ですから、そういった

子供、これは教育のところになるかと思うんですが、私も本会議で取り上げましたけど、そう

いった先々の治安とかを考えたときにきちんと子供たちを育てていくっていうことが、やっぱ

り先々その子たちが変な道に入らなくて済むということにもなると思いますので、そこも含め

てもっと外国人を受け入れるんであれば、受け入れるだけの何か体制が必要だと思いますが、

その点についてお聞かせをいただきたいと思います。 

 それとあと、人口問題です。これももう９月１日現在で90万494人という数字が出ています。

北九州市は、計画を立てるときにどの数字を目指すのかによって違ってくるのかな、ここの数

字だけ、おおよそのこれからっていうのは出るんですけど、あるところではもう100万人を目指

すと言っていたり、現実の数字と使い分けをどうもされているような感じで、もうこの先この

くらいを目指すというか、このくらいだからこういう計画なんですっていうのがもっと必要な

のかなと思うんですが、人口に対してどのくらいの人口を想定して計画がつくられているのか

というのをもう一回教えていただきたいと思います。 

 あと北九州市の大学生にアンケートをいろいろ取って、北九州市に住みましょうとかという

のはよくあるんですが、市外に出ている大学生とかにそういったアンケートみたいなものは取

られているのでしょうか、お聞かせください。以上です。 

○主査（永井佑君）財政課長。 

○財政課長 ふるさと納税の使い道について御説明いたします。 

 ふるさと納税につきましては、今年度決算では24億7,000万円とかなり大きな金額を寄附して

いただいて、いろんな取組に活用させていただいております。その中で、今14項目、市として

は活用させていただいていると。一般寄附という扱いなので、特定の事業に充てているという

わけではなくて、例えば安心して子供を産み育てることができる環境の整備とか、あと子供の

可能性を開く学校教育の充実とか、この14項目について充当させていただいております。今、

委員のお話のあった福岡市でより具体的な事業に充当しているという話もお聞きしていますの

で、それについてはこれから研究させていただいて、どのような形でより多くの寄附を集めら
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れるかということでいろいろ考えていきたいと考えております。以上です。 

○主査（永井佑君）税制課長。 

○税制課長 相続放棄など土地の固定資産税に関する御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、相続放棄をされた土地であったり家屋であったり、そういった固定資産に対する課税

なんですけれども、原則としまして固定資産税は登記簿上の所有者に課税をするとなっており

ます。その登記簿上の所有者の方が亡くなられた場合には、新たに相続人に登記がされるまで

の間につきましては、現に所有する者に対して課税をするという仕組みになっております。今

回御質問のありました相続人が仮に全員放棄されたということになった場合には、現所有者と

いうのが不存在ということになりますので、これはもう課税を保留せざるを得ないという状況

になってまいります。 

 一方で、そういった相続人が不存在、もしくは所有者不明といったような状況の土地、家屋

につきましても、現に使用者がいるという場合につきましては、令和３年度からの制度になる

んですけれども、所有者不明の固定資産で使用の実態がある場合には、その使用者を所有者と

みなして課税をするという仕組みも新たに設けられております。我々どもとしましては、まず

は法定相続人がどこにいらっしゃるかを徹底的に調査をさせていただいて、その相続権のある

方に相続放棄されない以上は納税義務が生じますので、そちらに課税をさせていただく。それ

がもう全くいないという場合に、使用者がいるかどうか、その辺も踏まえて適切に判断をさせ

ていただくということになっております。 

 また、そういった方が外国にいて不在の場合にどうなるかというところなんですけれども、

これは日本人であろうと外国人であろうと問わずなんですが、まずは基本的には外国に出国さ

れる前に納税に関して市内もしくは国内で便宜を図っていただく納税管理人というのを設定し

ていただいて、その方に対して納税通知書をお送りして税金を納めていただく、そういった手

続が法律上の原則となってございます。ですので、一般的にはそういうふうな適正な課税をさ

せていただくんですけれども、実際に日本人でも外国人でも外国に転居してしまって、その後

不在に、本当に追いかけ切れないといいますかといったようなことになった場合には、先ほど

も申し上げました例えば所有者が見つからない不明という土地となる可能性もあります。そう

いった手続に移行するということもあり得る。なかなか課税について困難な事情というのが生

じるかなと思っております。以上です。 

○主査（永井佑君）財政課長。 

○財政課長 除草について御説明させていただきます。近年、雑草がかなり生えているという

状況は財政・変革局としても認識しております。これについては、本当に生え続けているとい

う状況で、現実的にこれをどうしていくかということは非常に大きな課題と考えております。

その中で、市としては優先度の高い道路や見通しの確保が必要な箇所とか優先してやるべき箇
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所について今取組を進めているところでございます。 

 そうした中で、限られた人員とか財源という形になってきますので、それについては都市整

備局といろいろな話をしながら、市民生活に影響が出ないように除草、防草についてはしっか

り進めていきたいと考えております。以上です。 

○主査（永井佑君）国際政策課長。 

○国際政策課長 外国人の受入れにつきましてお答えいたします。委員おっしゃるとおり、外

国人の受入れ体制をしっかりやるというところは今後非常に大事になってくると思っておりま

す。また、御指摘いただきましたように、外国人がルールを知らないから守れないというとこ

ろは大事な視点だと思っております。そういった観点では、転入時にしっかりと北九州市のル

ールを紹介する、教えるというところが大事かと思っておりますので、そこはまた改めてしっ

かりと対応していきたいと思っております。 

 また、国においては、今、外国人の受入れについて、今後の経済成長また治安維持、そうい

った観点からどういったふうに受け入れていくかというところは議論されていると承知してお

ります。そうした国の動きもしっかりと注視しながら北九州市としてどういった対応をしてい

くかというのをしっかり考えていきたいと思っております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 人口の目標数値について答弁を申し上げます。 

 新ビジョンの中では、３つの重点戦略を様々な分野にわたっておりますけれども、それを着

実かつ総合的に取り組みまして、人口減少のトレンドの反転、それを積み重ねていくというこ

とを申し上げておりまして、それの結果として100万都市復活に向けた道筋をつくっていくとい

うことを明記しております。人口は今減少局面にはございますけれども、これを甘んじて受け

入れるのではなく、再び都市の活力を強化しまして、トレンド転換を進めていきたいというこ

とでございます。 

 目標数値につきましては、そういう目標を掲げておるというところでございまして、具体的

な数値、何年に何人というようなところは掲げていないというところが現状でございます。以

上でございます。 

○主査（永井佑君）大学担当課長。 

○大学担当課長 大学生のアンケートについてお答えいたします。 

 現状、北九州市、我々のほうで大学生に直接アンケートを取るようなことはやっていないん

ですが、全国的には大学に入ってから生協さんが全国生協として、各大学で学生の生活の面を

中心にアンケート調査を毎年取っております。それから、日本学生支援機構でも生活面を中心

に各大学においてアンケート調査を取っております。また、産業経済局で就職に関係するとこ

ろは市内大学に対して取っていたりすると思うんですけれども、恐らく市外については取れて



- 40 - 

 

いないんじゃないかなと思っております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）三宅委員。 

○委員（三宅まゆみ君）ありがとうございます。 

 まず、相続登記の義務化の件で、私が大変危惧するのは、格差でたくさん持っていらっしゃ

るところはたくさん相続されると思いますけれど、もうほとんどなくて家だけ残って、古い老

朽空き家みたいなところが、住んでいて、結果空き家になってしまったら、壊すだけでもお金

かかるのでもう要らないっていう、私そういう例を幾つも相談を受けたんですね。どこも実は

もう相続する人がいないっていうような状況で、せんだってからも１件、もう壊してもらった、

今壊しているのかな、そんな状況もあって、非常に危惧して、あっちもこっちも相続放棄の土

地が増えていくのではないかなというのが大変気になっております。何かしらの対策というか、

必要かなと。外国に、そういうのが分かって出る人だったらそこで止められるんですけど、ず

っと昔から唯一の相続者である人が海外でもうどこにいるか分からないとか、もしくは、前の

人が相続して10人とか５人とかで、結局一人だけが分からなくてっていうようなのが今たくさ

んありますよね。その人が行方不明で分からない。生きているのか死んでいるのかも本当言っ

て、海外に若いときに行ったからよく分からないというようなそんなところも現実にあったり

もしますので、そこもすごく課題かなと正直思っています。 

 そういうのをなくすために、多分登記の義務化っていうのを今やろうとはしていると思うん

ですけれど、当面いろんな課題が出てくるのではないかなと思います。 

 あと除草の問題です。御認識もいただいていると思うんですが、私自身も通っていると、本

当に結構広い４車線の道路とかの脇がもう草でぼうぼうで、草が生えているとなぜか空き缶と

か草むらにぼんて捨てられているんです。そうすると町がまた汚れてしまうし、非常に気にな

るところです。今、公債を使っていろいろやっているというのもあるんですが、一定的にある

程度経費をかけないとこれ収束しないのかなとも思ったりしますので、そこは財政・変革局と

してぜひお考えをいただきたいと思います。 

 それから、外国人の問題については、転入時の対応が大事だというお話でした。本当にそう

だと思います。転入時、窓口にポケトークじゃないですけど、今外国語の変換器がありますよ

ね。携帯もそうなんですけど、個人の携帯を使うわけにはいかないと思いますので、変換をし

て母国語できちっと説明をしないと、意外にはいはいって、みんなこう言っているけど何も分

かっていないということが多いそうです。多分あれは限られた言語しか作られていなくって、

今もう本当に多様な国から来られていますので、やっぱり変換器みたいなものが必要で、きち

っと窓口でお伝えをするっていうことが大事じゃないかなと。ぜひそういった取組もしていた

だきたいと思います。 

 それとあと、相談をしたいけれど月曜から金曜日までで、土日が休みということだと相談す
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るにもできない。もしくは通訳がその方の言語でやらないと分からないっていうこともお聞き

をしております。ですから、そういった変換器が今あるわけですから、そういったものを使う

なりというのと、あと相談体制。学校の先生とかが困ったことがあって、実際に相談をしたい

と思っても、仕事中、やっぱり月曜から金曜日はそのことを相談できなくて、土日に相談しよ

う、もしくは夜とかに相談したいと思っても、もう開いていないからということも言われてお

ります。ぜひそういった相談窓口の充実というのは図っていただきたいと要望させていただき

ます。 

 それから、人口問題は、100万人目指すっていうのも思いの中では分からなくはない。私たち

だってもちろん100万人にもう一回返ってほしいと思っていますけれど、でも現実的にはこれだ

け高齢化が進んで、約３分の１がもう高齢者なわけですよね。そうすると、そこが徐々に亡く

なっていく。子供はもう昔の半分以下、生まれる数が圧倒的に少ないということになると、も

う自然動態は絶対にどんどん下がっていくということが目に見えているんですね。それが北九

州市だけがというんだったら、取り戻そうみたいなことができるんですが、全国的に人口減少

社会なわけですから、北九州市だけが極端にがんって上がるっていうことは非常に想像し難い

という現状だと思います。そこをどこを見るかっていうのと、そこの中でどう豊かに生活をす

るかっていうことを私たちはやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのは

正直思っています。決して人口が減少するから全てがマイナスっていうことではなくて、その

中での計画を見越していく必要があるのではないかなと私自身は思っていますので、もし何か

この件について見解があればお聞かせをいただきたいと思います。 

 あとごめんなさい、ふるさと納税です。これについては、たくさんその分野に集まっている

からよくやってくれるよねみたいなことを時々言われるんですけど、実はこれ丸々そこに行く

わけじゃないんだよねっていう話をしたらがっくりされるんですね。もちろん物によって違う

かもしれませんけれど、特に関心の高い分野とかで、やっぱりそこのために、ふるさと納税す

るんだっていう方もいらっしゃるかと思いますので、そこは特にここは強化したい、今やらな

きゃいけないっていうような部分に関しては、ある程度皆さんのふるさと納税の意向をしっか

り受け止めていただいて、それなりの予算をつけていただきたいと、これは強く要望させてい

ただきます。以上です。 

○主査（永井佑君）政策局長。 

○政策局長 人口の件でお尋ねありましたけど、最初に、先ほど政策課長がお答えした中で、

具体的な数値は掲げていないという話でしたけど、三宅委員も本会議のときに社会動態プラス

1,000人と確かおっしゃったと思うんですが、なので一応2028年までに社会動態プラス1,000人

という話と、それから将来、実際の人口が将来推計人口を上回るという２つは一応置いていま

す。あとお話の中で、最近の話でいくと、国が地方創生2.0という考え方を出したときに、今回
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国が人口が減っていくことを前提に考えていきましょうねっていうのを確かその中で言って、

かなり報道的には国もそういうかじを切ったんだなということで確か言われたと思いますの

で、そこは私たちも人口が減っていくとはいえ、やはり町のにぎわいを考えていくときに、人

口の話は避けて通れないことだと思いますので、そこはしっかり見ていきたいと思っておりま

す。以上でございます。 

○主査（永井佑君）三宅委員。 

○委員（三宅まゆみ君）ありがとうございます。社会動態に関しては目標値があるというのは

私ももちろん承知しているんですが、要は社会動態と自然動態と両方で結果的に人口なわけで

すよね。よく、北九州市人口増えたんだねって言われるんです。だから、いや、増えてはいな

い、いわゆる外からの転入とこちらから出るのとそこがプラスにはなったけど、全体としては

下がっているんですよというお話をすると、え、そうなのとか、もしくはニュースでそこのと

ころだけを言われたら、この前も北九州市が一番減る率が高いですみたいなのしたら、あれは

何だったのみたいなことを言われるんですね。やっぱりトータルの人口っていうのがどっちも

の人口なので、私はやっぱりそこは少し考えていただきたいなと思っています。ということで

終わります。 

○主査（永井佑君）宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）質問なんですけども大きく５点あります。 

 まず、１点目にスマらく窓口の年間ランニングコストを教えてください。 

 ２点目に、令和６年度市民インターネット利用率85％という目標を掲げられていたと思うん

ですけども、その数字は達成されたんでしょうか。達成、未達成かかわらず、その理由と分析

をお願いします。 

 ３点目に、行政評価のシン・ジダイ創造事業の事業目標である活躍する若者を見るようにな

った人の割合というこの評価を下している対象者がどんな方なのか教えてください。評価と目

標に記載されている内容が定量、定性的にも関係がない気がしてなりません。 

 ４点目に、冨士川委員が先ほど、はみ出せコンテストで落選した皆さんが受験に落ちたよう

でかわいそうだと言われていた内容に関連してなんですけれども、受験と違って幾らでも無限

に挑戦できることが起業の魅力だと考えています。このコンテストでの失敗経験というのもむ

しろ成功体験として生きるんじゃないかなと、実際にコンテストを見させていただいた僕とし

てもそこは考えています。だからこそ、あの発言でちょっと笑っていた方というのは、コンテ

スト出場者に対して大変失礼だなとも思っています。だからこそお聞きしたいんですけれども、

落選してひどく落ち込んでいた方っていうのは実際いらっしゃいましたか。担当課長の所感で

大丈夫です。 

 ５点目に、落選した方への人つなぎと人脈形成におけるフォロープロセスを教えてください。
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以上です。 

○主査（永井佑君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 スマらく窓口に対するランニングコストということでお問合せをい

ただいております。 

 まず、ランニングコストにつきましてですけども、令和６年度の決算になりますと、ちょっ

と構築費とかも入ってしまいますが、例えば予約発券のサービスですと、9,000万円という決算

の数字になっております。また、それ以外の様々な経費に関しましても、どうしても構築費用

というのが全体的に入るところがございます。構築費用が入らないところであれば、例えば手

続のオンライン化の部分、そうしたところであれば現状であれば1,200万円から1,300万円ぐら

いかかっております。また、今オンラインの手続の相談窓口ということでデジタルに不慣れな

方に対して、区役所で様々な対応を御相談する窓口を設けておりますけども、そうしたところ

の構築費とランニング費用を含むような形になってしまいますけども、大体1,600万円ぐらいか

かっております。それ以外に、例えば行政事務センターにつきましては現在保育所入所やシン・

子育ての関係の業務を実施しておりますけども、全体の構築全部含めての形になりますけども、

大体5,800万円ぐらいかかっているといった状況でございます。また、デジタル講座につきまし

ては、この関係は他局になりますけども、別途うちのほうで予算を取っている部分がございま

して、合算して大体110万円ぐらい、そういった予算もあります。その他もろもろありますけど

も、正確にランニングコストだけという仕分ができておりません。申し訳ございません。 

 また、インターネット普及の、目標値達成のところです。現状でいくと達成につきましては、

未達成と。すみません。達成につきましては、現状80％クリアしているといった状況にござい

ます。 

 それとすみません、結果の分析になりますけども、インターネットにつきましては、例えば 

65歳以上の方とか75歳以上の方がインターネットの利用率が低いといった状況にございますけ

ども、やはりデジタルネーティブの世代というのがだんだんと高齢の方もかなりスマホを使わ

れている方や、インターネットを使われている方というのが増えているといった実情がござい

ます。そうしたところから、インターネット全体の普及率が伸びていると考えております。以

上でございます。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 まず、行政評価の指標の設定についてなんですけれども、我々アイデアコンテ

ストでたくさん御応募いただいたりとか、採択に向けてしっかりと案件を組成していくという

ことをやっているのはもちろんなんですけれども、シン・ジダイ創造事業全体としては、北九

州市が若者にとって様々なことにチャレンジできる町になること、その若者のチャレンジによ

り市内各地域の活性化が促されることといった成果を期待しておりまして、こうしたのは参加
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者だけではなく市民全体の方がこういった成果を感じられるように取り組んでいくということ

を目標としております。そのため、この成果を図る具体的な指標として市民意識調査において

活躍する若者を目にするようになったというところを設定させていただいているという状況に

なっております。 

 また、２つ目のアイデアコンテスト後の失敗経験の個人的な私の所感なんですけれども、先

ほど申し上げたとおり、これをばねに新しくサンタウォークなどチャレンジいただいている方

もいらっしゃいます。なので、もちろん一時的にはきっと落ち込んでいらっしゃると思うんで

すけれども、次につなげようという意欲の高い若い方たちを目の前にして、私もこれを生かさ

ないとなと思っております。 

 それでフォロープロセスなんですけれども、そのサンタウォークのときも実は落ちた方同士

で一緒に手伝ってほしいということで、落ちた方同士がつながって自分たちのプロジェクトを

一緒に取り組んでいるというような事例も実はございました。なので、我々、昨年度の経験を

生かして、今年度は申請の段階から、皆さんがそういったネットワークを築けるように、申請

の前のアイデア出しのワークショップをさせていただきました。それによって、今年はもうコ

ンテストの時点では皆さん結構仲よくなってネットワークができておりまして、今年度の案件

をまた落ちた方同士、受かった方同士でいろいろやっていくということが生まれているので、

この取組というのは続けていかないといけないなと思っているのと、実は昨年の案件を見た企

業の方からも何か一緒にお手伝いできないかっていうようなお声がけもいただいておりまし

て、まだ形にはなっていないんですけれども、形になった際には皆様にもしっかりと成果をお

出しできるように広報等も頑張っていきたいなと思っております。以上です。 

○主査（永井佑君）宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）御答弁ありがとうございます。スマらくの年間ランニングコストについ

ては、できればその資料があったら見せていただけたらと思います。年間の使用者、利用者が

増えれば増えるほどランニングコスト、費用対効果として大きくなって低減されるということ

があるんで、そこのところも踏まえて見せていただけたらありがたいです。 

 ２つ目のインターネット利用率、80％じゃなくて85％でいいですよね。まず、これ質問で。 

○主査（永井佑君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 インターネット目標につきましては、利用率は85％を目標となって

おります。以上でございます。 

○主査（永井佑君）宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）さっきすみません、僕80％で達成って聞こえたんで、改めての確認だっ

たんですけど。 

○主査（永井佑君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 



- 45 - 

 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 達成の数値につきましては、現状85.9％となっておりまして、85％

を上回っております。先ほどの答弁の訂正をさせていただきます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）ありがとうございます。令和７年度の目標数字もあると思うんで、達成

に向けていろいろと改善していただけたらと思います。 

 ３点目の件なんですけれども、多分市民意識調査の方を対象にアンケートを取られてという

ことだと思うんですけど、その市民意識調査の対象者は北九州市民全員なんですか。そこら辺

の規模感とかも教えてもらえたらありがたいです。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 市民意識調査の実施主体が総務市民局でして、詳しい人数とか対象というのが

すみません、今手元資料にございません。申し訳ございません。 

○主査（永井佑君）宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）ありがとうございます。後ほど聞きます。 

 最後の４点目、５点目についてなんですけれども、顔に、表に見せないだけでひどく落ち込

まれているという方も正直いると思っています。落選した方へのアプローチに関しても、企業

側からお誘いというか一緒にやりたいというふうに来るということがもうとてもすばらしいこ

とだと思っていて、それほどまでに広報戦略と内容ともに充実しているからこそ企業側から声

がかかるっていう結果になっていると思っているので、そこに関してはすごくすばらしいと思

います。 

 落選した方同士でのコミュニティーっていうのも本当にすばらしいと思うんですけれども、

それこそコンパス小倉さんとかいろんな事業、セミナーをされているところに呼びかけとかも

されているんですか。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 はい。広報等ももちろんコンパス小倉さんとも連携させていただいております

し、その後、事業を大きくしたいということで資金とかの必要があれば、コンパス小倉に行く

ように促したりとか連携はさせていただいております。 

 申し訳ありません。先ほどの市民意識調査なんですけれども、調査数のサンプル数は市内に

居住する18歳以上の男女3,000人ということで調査をしているという状況になっております。以

上です。 

○主査（永井佑君）宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）ありがとうございます。意識調査に関してですけど、3,000人を対象に

して8.6％っていう結果は、最初っていうこともあって、少ないスタートっていうのは仕方がな

いと思うんですけど、ぜひこのパーセンテージを伸ばしていただけたらと思います。 
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 最後ですけれども、今回の採択者に関する300万円の支援金に関してなんですけども、実際に

今後どうなっていくかというのは予算の関係でちょっとまだお答えできないということだった

と思うんですけど、一つ要望として、むしろ採択金額を増やして、アイデアの質を高める、事

業規模を高めるっていうやり方にすると、言えば市民の質っていうのも上がってくるのと、北

九州市への貢献のリターンというのも大きく跳ね返ってくる可能性もあると。令和７年度のは

み出せコンテスト２回目の実績を見てすごく思うところがあったので、一応これは要望として、

今後に期待ということでぜひ頑張っていただきたいと思います。以上です。 

○主査（永井佑君）ほか、市民とともにはよろしいですか。じゃ、次、どうぞ。上野委員。 

○委員（上野照弘君）３点お尋ねします。 

 まず１点目が、メガリージョン推進事業について、２点目が外国人との共生社会推進事業に

ついて、３点目がたばこ税に関して、喫煙所についてお尋ねしたいと思っています。 

 まず１点目に、メガリージョン推進事業についてですが、北九州圏域のさらなる発展のため

に非常に重要な事業であると考えています。令和６年の行政評価の取組結果を見ますと、成果

目標の１が北九州都市圏域の宿泊者数、成果目標の２が関門エリアの観光消費額の増加という

ふうに１と２があるわけでありますけれども、連携中枢都市圏一帯としての発展を考えるなら

ば、ほかにも成果目標は多岐にわたると考えます。ほかに成果目標というか目指すようなとこ

ろを設定することはなかったのか教えてください。 

 そして、この事業について予算額1,590万円に対して決算が560万円と差が大きくなっている

理由を教えてください。 

 次に、外国人との共生社会推進事業。この事業の目標は、市民の多文化共生という言葉の認

知度を高めるということだったと聞いています。主に、留学生を対象とした事業であったと思

いますけれども、令和６年度で廃止、令和７年度からは外国人材の受入れ環境整備事業として

取り組むということですが、昨年の取組を踏まえた上で、今後は技能実習生も対象になってく

るのでしょうか。留学生と技能実習生では日本に入国してきた背景が全然違うように思います

が、外国人との共生社会推進事業において、技能実習生からヒアリング等は行ったのか、令和

６年度の取組を生かして今後技能実習生の実態把握等に努めていくのかお尋ねいたします。 

 最後に、たばこ税についてです。たばこ税は、令和６年度74億円ということで、前年度より

１億円の減少ということであります。これは、今後も減少を続けると思いますけれども、少な

い事務処理量で大きな税収があるたばこ税は、本市にとって大切な財源の一つであると考えて

います。喫煙者の方、これすなわち人より多めに納税されている方と捉えて、たばこを吸わな

い方への配慮は大前提としての喫煙所の整備は必要であると考えます。近年は、飲食店も店内

での喫煙は禁止の店も増えており、店の外での喫煙を求める店も増えていますし、これからも

増えると思います。店の外、それは公道上ということでもありますので、市として今後喫煙所
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の整備についての見解をお尋ねしたいと思います。 

 最後に申し上げますけれども、僕はたばこをやめました。以上です。 

○主査（永井佑君）政策調整担当課長。 

○政策調整担当課長 連携中枢都市圏の行政評価についてお尋ねいただきました。 

 現在、行政評価では委員御指摘のとおり連携中枢都市圏内の宿泊者数、それと関門エリアの

観光消費額の増加ということで２つを目標に掲げさせております。今のところこの２つに関し

ては徐々に増加傾向というところで、おおむね順調という形で評価をさせていただいておりま

す。 

 そのほかにもあるんじゃないかという御意見でした。この連携中枢都市圏では、圏域の計画

である都市圏ビジョンというものを作成しておりまして、その中で、例えば経済分野では新規

雇用者数、それと宿泊者数ですね。あと都市機能の分野では、にぎわいという分野で小倉駅の

新幹線エリア口の乗客数とか北九州空港の利用者数を掲げております。また、生活関連の部門

のところでは、圏域内の待機児童数をなるべく減らそうという目標も掲げておりますし、そも

そも圏域の社会動態をなるべく減らしていこうというところでも目標を別途ビジョンで掲げさ

せております。 

 それと最後に、予算の執行について御質問がありました。予算1,500万円を計上させていただ

いておりますが、執行については500万円ちょっとというところで執行率がすごく悪い状況であ

ります。理由なんですけども、主に委託費が未執行になりました。当初予定しておりました調

査が延期になっておりますものとか、あとトップ会議を委託で考えていたんですけども、ほぼ

自前でやったっていうところもあります。ただ、執行率が悪いというところはもう十分認識し

ておりまして、反省すべき点だなと思います。来年度予算については、適切な予算計上に努め

たいと思います。以上です。 

○主査（永井佑君）国際政策課長。 

○国際政策課長 多文化共生の予算についてお尋ねいただきました。技能実習生に特定した事

業になっていくのかというお話でしたけれども、そうではありませんので、技能実習生の把握

とか、そういったところはやっていないところでございます。予算としては北九州市内にお住

まいの外国人市民の方に向けて多言語での相談とか日本語の学習の支援とか、そういったこと

を広くやっていくということで考えております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）税制課長。 

○税制課長 たばこ税に関連して分煙施設の整備についての御質問にお答えいたします。 

 たばこ税の納税義務者、たばこを吸われる方、買われる方については、私どもとしても委員

御指摘のとおり大変貴重な財源の担い手ということで大事にすべきだと考えております。分煙

施設の整備につきましては、総務省からも令和６年の通知だったと記憶しておりますが、分煙
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施設の整備を適切に行ってくださいというような形で、また特別交付税の措置とか民間事業者

の支援をした場合の補助金であったりとか、そういった制度も紹介されているというところを

伺っております。今後はたばこ税の十分な確保という観点におきましては、一定の分煙施設に

対する配慮といいますか、喫煙者に対する配慮というのは必要だと思っておりますので、ただ

こちら予算措置、事業化の問題にもなってまいりますので、その辺、私ども税としましてはそ

ういった税源の確保を適切にできる環境整備というのを適切に行っていただきたいとも考えて

おります。以上でございます。 

○主査（永井佑君）上野委員。 

○委員（上野照弘君）ありがとうございました。メガリージョンの推進というのは、これから

も僕は絶対大切になってくる事業だと思いますし、今御答弁でいただきましたように、物事の

成果のはかり方というのは多岐にわたるんだろうなと思っています。ぜひ推進していただきた

いので、予算の執行、1,590万円あるんであれば、もう限界まで使い切ってでもいろんなことを

事業を後押ししていただきたいなと思っています。 

 また、上下水道局も苅田とか行橋とかに水を引っ張っていこうというような取組も以前から

進んでいっていただいていますし、昨日終わりました芦屋の町長選挙では新しい町長が誕生さ

れて、その町長は恐らく北九州市から水をという話を多分されてこられるような方でもありま

すので、水道分野としてもメガリージョンというのはこれからも北九州市の本領、持つべき力

を思い切り発揮できる分野でもありますから、上下水道局でやってくれじゃなくて、政策局と

してもぜひメガリージョンという観点から後押ししていただければなと思っています。 

 また、外国人の共生社会推進事業はもう令和６年度で終わりということでありますけれども、

やっぱりこれから働き手を確保していく、令和７年からは外国人材の受入れ環境整備事業とい

うことにギアチェンジするということでありますので、技能実習生についても引き続きのアン

テナを張っていただきたいなと思っています。技能実習生は決して悪いということでは全くな

いんですけれども、例えば若松の商店街の中に今ベトナム食材屋というのができていたりとか、

ベトナム料理屋ができていたりとか、そういったふうに地域に溶け込んできているっていうこ

とに対して、地域住民の人たちがちょっと不安に感じてきたりとかしているようなシーンも見

受けられるという現実もありますので、いろんな外国人との共生社会をこれからも目指すに当

たって、やっぱり技能実習生の皆さん方からの情報もぜひ取っていただきたいですし、彼らを

孤立した１つのコミュニティーにさせるのではなくて、やっぱりみんなで包み込んであげるよ

うなまちづくりをしていただきたいなと要望とさせていただきます。 

 最後に、たばこ税の話でありますけれども、僕もたばこをやめて、何かようやくこういうふ

うに側面的に第三者として言えるようになったなと思っています。本当にこれ貴重な財源で、

結構、70数億円もの税収を得るためにはいろんな、大変な手だてが必要なところではあるんで
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すけれども、たばこ税というのは結構簡単に入ってくる大きな財源であるということでありま

すので、これをしっかり使って、喫煙者の皆さんが困らないような環境整備。かといって喫煙

所を造りまくって、吸わない人たちの迷惑になっても元も子もないんですけれども、ただ世の

中の流れとしてたばこを吸う人はどんどん減っていっている世の中、風潮でもありますので、

ぜひ行政は無視をせずに、喫煙所についてもアンテナを張っていただきたいなと思って質問さ

せていただきました。以上で終わります。ありがとうございました。 

○主査（永井佑君）ほかにありませんか。村上幸一委員。 

○委員（村上幸一君）私から大きく４点、質問と意見を述べさせてもらいたいと思います。 

 まず、行政評価に基づいてなんですけども、ＤＸによる市民サービス向上事業についてなん

ですが、ごめんなさい、事業名としてはスマらく区役所サービスプロジェクトについてなんで

すけども、順調ということで目標値45％に対して40％ということですから、かなりのところま

でいっているなと。目標の達成を令和７年度としております。そこで、今年度中の目標達成が

可能と見ているかどうかお聞かせいただきたいと思います。 

 それともう１点、住民票とか戸籍、これをオンラインで申請するということができるように

なるのかどうか、そのあたりをお聞かせいただきたいと思います。 

 それともう１つ、行政評価に基づいてですが、シン・ジダイ創造事業についてですけども、

まさに私この事業そのものがシン・ジダイ創造事業だと、新しい事業だと思っております。そ

の中で、この事業というのは事業の概要として日本一若者を応援する町北九州市の実現を目指

すとなっていますが、私も議会人として日本一市職員を応援する議会を目指して頑張りたいと

思います。課長、ぜひ頑張っていただきたいと思います。これは意見とさせてもらいます。 

 それと３つ目です。ふるさと納税についてお尋ねしたいんですけども、24億7,000万円の収入

があったということですが、これはふるなびとかさとふるとかポータルサイトを使ってからの

応募が多いと思うんですが、そちらからの申込みの金額での割合とポータルサイトにお渡しす

る手数料を教えていただきたいと思います。 

 それから、相続登記の義務化に関連してなんですけども、先日廣田委員が30万円以下の土地、

20万円以下の建物は固定資産税かからない、納税通知書に載らないのでなかなか相続登記の義

務化を知ることはできないんじゃないかということを言われていました。同時に私が思うのが、

最近はないんですけど以前は地縁団体ですね、町内会とかが所有する土地は、町内会役員、も

しくは町内会の人の共有名義で登記をされています。その場合は固定資産税がかかっていない

んですよね。そういう人たちに対しても、やはり同じように相続登記の義務化を告知する必要

があると思いますし、これはやっぱり今法人化も認められる、これ総務市民局になるんですけ

ど、それは総務市民局で尋ねますけども、そういったことで地縁団体も知らせる必要があると

思います。財政・変革局で地縁団体名義の不動産がどれぐらいあるのかというのを知っている
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のかどうかをお聞かせいただきたいと思います。以上です。 

○主査（永井佑君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 スマらく窓口の市民サービスに関しまして、現状目標値の45％に対

して現状40％、昨年度の実績として40％というところで今年度達成の見込みが令和７年度中に

あるのかという質問について答弁させていただきます。 

 まず、スマらくに際しまして市民サービス向上として、現在45％という達成目標を掲げてお

ります。現在、オンライン申請、様々なところで手続数を増やす形でどんどん拡大していると

ころでございます。そうしたところを踏まえて、現在この40％というところを45％にするよう、

今年度ぜひ頑張ってまいりたいと考えております。 

 また、もう一つの御質問にありました住民票、戸籍の関係のオンラインの話になりますけど

も、そちら総務市民局の所管になります。オンラインといった点では、コンビニ交付という手

続につきましては、それぞれ住民票や戸籍というものが取れるといったようなのが現状になっ

ております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）総務課長。 

○総務課長 ふるさと納税に関しまして、ポータルサイトを活用して寄附が行われたのはどれ

ぐらいの割合かというのとポータルサイトに支払われている金額ということですけども、今手

元に詳しい数字がないんですが、私の記憶の中ではなんですけども、大体ポータルサイトを使

って寄附をこちらにいただいているのがもうほぼ９割９分ぐらいです。それから、ポータルサ

イトに支払われている金額ですけども、先ほど24億7,000万円、令和６年度実績であったんです

けども、このうち大体10数％をポータルサイトに利用料として経費として使っているという状

況にございます。以上です。 

○主査（永井佑君）税制課長。 

○税制課長 地縁団体名義の固定資産がどのくらいあるかという御質問なんですけれども、す

みません、今手元に具体的な地縁団体の所有している固定資産の数は持ち合わせておりません

が、御指摘の部分、地縁団体が所有している固定資産、例えば集会所であったりとかそういっ

たところに多分よく使われていると思われます。 

御質問の中にありました税金がかかっていないというところなんですけれども、恐らく私ど

もも規定上、集会所施設といったものについては、公益に資するものとして市税を減免してい

たりというような実態もございます。そういったところがかなり多く含まれてくるのかなと思

っております。ただ、そういった方々に対しては、本来は課税するものについて減免をしてお

りますので、そういった取扱い、申請を受けたりとか、そういったつながりは一定程度あろう

かと考えておりますので、そういった方々への周知であったり、そういったことについても今

後検討させていただければなと思っております。以上でございます。 
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○主査（永井佑君）村上幸一委員。 

○委員（村上幸一君）すみません。まず、スマらく区役所サービス、住民票とか戸籍取ること

自体は総務市民局に聞けということだったと思うんですけども、これはオンライン申請率の向

上の一つには入っていないということですか。 

○主査（永井佑君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 将来的なオンラインの取組という中では、当然全ての手続をオンラ

イン化していきたいと考えております。ただ、件数が少ないものやどうしても法律上できない

ものというものがございますので、そういったものは除いた形になっております。なので、先

ほど御質問いただいた戸籍や住民票といったところにつきましては、そういったものの対象に

なりませんので、最終的にはオンライン化を目指していきたいと考えておりますが、そのあた

りは関係部局とまた、連携して進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）村上幸一委員。 

○委員（村上幸一君）申請といえば当然、要するに住民票とか戸籍とかを取る申請が、市民の

一生の間の中で一番多いんじゃないかなと思うんですね。そこがやっぱりオンライン化できれ

ば一番役所に行かなくていい理由になってくるわけです。ただ、そこは実際行われていないで

すよね。今言ったように、コンビニとかでマイナンバーカードから取るということはできるん

ですけども、場合によってはマイナンバーカードで取れない戸籍関係とかというか、例えば除

籍とか、住民票の除票とかいろいろあるわけですね。そういったのは取れないわけですから、

そういったものに関してはオンラインで申請できるようになるとかなり利便性が上がってくる

と思うんですよね。これができないということは法律で認められていないという理解でいいん

ですかね。 

○主査（永井佑君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 すみません。法律上の内容につきましては、総務市民局に御確認い

ただければと思います。ちょっと法的な制約につきましてはこちらでは十分に把握できていな

いところがございますので。申し訳ございません。 

○主査（永井佑君）村上幸一委員。 

○委員（村上幸一君）分かりました。もう課長さんからあさって聞けということなんで、最終

日ですか、最終日に聞くようにします。でもＤＸの取組やからね、ここで知っといてもおかし

くない話じゃないかなと思うんですよね。当然その仕組みがどうなっているのかとか知ってお

かないと、このＤＸ化を進められないと。これは局が違いますからと言われたら、正直申し上

げて僕としても切ないですね。一応そこまでにしておきます。また、総務市民局で聞くので伝

えておいてください。お願いしたいと思います。 

 それとあともう一つ、すみません。やっぱりほとんどがもうポータルサイトからふるさと納
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税するということでしたが、手数料も今の話でいけば、最低２億5,000万円以上は払っていると

いうことになってくるわけですよね。 

たまたま僕見たんですけど、ふるさと納税、ポータルサイトを使う人は多分メールで、オン

ラインでやってくると思うんです。そのときに必ずメールアドレスを伝えることになると思う

んですけども、ある市町村は直接ポータルサイトを使わずにじかで頼んでくれたらふるさと納

税の商品を増やしますよというのがありました。これ３割のあれに抵触しないのかなと思った

んですけど、実際あっているんですよね。例えば、シャボン玉石けん、ポータルサイトでした

ら10個だけどじかで頼んだら11個あげますよということになれば、継続的な人から見ればもう

そこを使う可能性ということになるのかなと思ったんで、そこは北九州市として検討している

ことはないのかどうかお聞かせいただきたいと思います。 

 それと先ほど地縁団体、これやっぱり告知していかなければいけないと思っています。とい

うのが、法律が変わって法人化が認められるようになったんですよね。これも総務市民局にま

た聞きますけども、ところがなかなか実際は法人化が進んでいないんですよね。だから、法人

化を進めるためにも、相続登記の義務化、10万円以下の過料に処せられますよということをや

っぱり伝えるということは、地縁団体を法人化するための動機づけになるんじゃないかなと思

うんです。そう考えていけば、罰金かかりますよと財政・変革局から告知していくということ。

固定資産税納税通知書、北九州市入れてくれていますよね。あれすごく重要だと思っています。

これ福岡市は入っていないんです。北九州市はちゃんと入れてくれているから優秀だなと思っ

ているんですけども。 

 最後、要望なんですけど、３年以内という実質相続登記の義務化はもう来年度の納付書が最

後です。過去の分、これまでに相続していた人は３年以内ですから令和９年３月までにやらな

いといけないんです。となれば、固定資産税納税通知書は来年度の分が最後になってくるわけ

ですよね。北九州市の納税通知書見たら紙がいっぱい入っているんですよ。分かるでしょ、も

う、どれも何か見たくなくなるように、お金も払わないけんのに、また、これまで見らないけ

んのかとなるので、僕が課長にお願いしたいのは、固定資産税の納税通知書の中に一番上にそ

のときの義務化のチラシを入れていただけると、見る人が増えてくるのじゃないのかなという

ことですので、これ要望として終わらせていただきたいと思います。 

 先ほどのふるさと納税の件については見解だけ聞かせていただきたいと思います。 

○主査（永井佑君）総務課長。 

○総務課長 委員から御紹介ありました件ですけども、本市においてもほとんどがポータルサ

イトなんですけども、直接郵送でお送りいただくということもできる制度にはなっております。

ただ、返礼品の割合も総務省のルールで３割以下と、寄附額の３割以下に抑えるという、そう

いうルールもありますので、現状我々が把握している中では、そこを直接いただいたら増やす
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というようなところは、今私は把握をしていないんですけども、そういった件を御紹介いただ

いたので、勉強させていただければと思っております。以上です。 

○主査（永井佑君）村上幸一委員。 

○委員（村上幸一君）私がふるさと納税したという意味じゃないですから、そこだけ間違いな

いようにしてもらいたいんですけども、ふるさと納税している人からそういう話を聞いて、僕

もそのメールを見たんで、これ３割から逸脱しないのかなと思ったんですよ。ちなみにポータ

ルサイトに払う手数料というのは３割とは別ということですかね、これ。 

○主査（永井佑君）総務課長。 

○総務課長 委員おっしゃるとおり３割とは別の手数料がいろいろとかかっておりまして、い

ろいろな事務手数料込みで５割以下に抑えなさいというのがこれまた総務省のルールになって

おります。以上です。 

○主査（永井佑君）村上幸一委員。 

○委員（村上幸一君）分かりました。一応そういうメールがある市から来ていましたんで、な

るほどなと、これでそしたら２億5,000万円払って、例えば毎年これが欲しいからと継続的にや

っている人っていると思うんですね。そういう人にはそれが非常に効果があるなと思ったもの

ですから。一応調べてみていただきたいと思います。以上です。 

○主査（永井佑君）ほかに。香月委員。 

○委員（香月耕治君）武内市長が就任されて２年半。選挙前から北九州市の財政に関しては極

めて心が痛むというようなことで財政改革を行うということで、予算に関しては年間100億円、

３年間の削減を実行するということですが、令和６年度の決算で何件、幾ら削減されたのかお

聞きしたいと思います。 

○主査（永井佑君）市政変革推進担当課長。 

○市政変革推進担当課長 予算事務事業の棚卸しのことについて回答いたします。 

 予算事務事業の棚卸し、令和６年度予算の段階で1,288事業、151億円の見直しを行ったとこ

ろでございます。決算で幾らかという話ですけども、すみません、決算数字としては出してお

りません。予算のときに151億円の見直しを行ったというようなものでございます。以上です。 

○主査（永井佑君）香月委員。 

○委員（香月耕治君）予算と決算がどれだけ連動しているのかということで結局成果が上がっ

てくる。私は、無駄な事業というか、そういうことを削減することに関しては同じ思いであり

ますけど、この過程の中で、少し原局との交渉の問題で予算をやり替えたりとかいろいろあり

ました。原局との交渉に関して、程度のことはありますけど、減額するということは同調する

ところでありますけど、原局との話合い、また、やり替えるということは極めてみっともない

話であると思いますが、その点、原局との話合いの状況を、いろいろ交渉のすべがあると思い
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ます。この予算を削減するというのは本当に、ある程度これだけしなさいということでないと、

従来の予算を変えるというのは極めて難しい。そういうことも考えながら、また、やり替えな

いかんというようなことにどこに原因があるのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○主査（永井佑君）市政変革推進担当課長。 

○市政変革推進担当課長 令和６年度の予算のときに予算事務事業の棚卸しということで行

ってきました。そのときは市政変革推進室としまして社会経済情勢の変化であったりとか、ま

た、市民ニーズの変化、官民の役割分担等、そういった統一的な視点を示しまして、全庁的な

見直しというのを行ってまいりました。例えば、政令市と比べてどれだけ高い水準にあるかと

か、そういったことも一つの視点として見直しに取り組んできた、原局と話してきたところで

ございまして、市民の生活にできるだけ影響がないようなところで見直しをしてきたというよ

うな状況でございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）香月委員。 

○委員（香月耕治君）政令市平均といいますか、そういう指数も極めて大事なんですけど、や

っぱり北九州市がどこを一番大事にしているかという特色というか、北九州方式ということも

十分に考えながら予算折衝というか予算を決めるということをしていかないと、いろいろと改

正したりというようなことが今後もあるかと思います。武内市長は３年間、毎年100億円ずつ削

減するということを話されていますから、それにしっかりと応えられるようなそういう財政・

変革局の働きをしていただきたいなと思っています。 

○主査（永井佑君）財政・変革局長。 

○財政・変革局長 香月委員のお話は棚卸しのことだけではなくて財政全体のことを御示唆さ

れたんだと思います。100億円削減という話については、恐らく100億円財源を生み出して、次

世代投資枠330億円生み出すというお話を市長がされていると、それに伴って毎年予算を編成し

ております。大体毎年10月に予算編成方針というのを私どもから各局に発出をさせていただき

ます。その中で、やはり来年度の財源の見通しの大枠を立て、一方で例えばどういう公共事業

が出てくるとか、あるいは人件費が上がったり物価が上がったりと、それを大きく見込んだ枠

の中でそれぞれ努力してほしいという指示を出させていただきます。最近は、特に子供とか教

育とかに関する投資を増やすべきだという声が大きいですし、生活に密着した除草の話もそう

ですし、そういう声もよくお聞きします。一方で、北九州市はやっぱり海岸線も長く港湾とか

空港とか、それからものづくりの基盤整備も必要な都市でございますので、そのバランスをど

う取っていくかということを慎重に考えさせていただきます。それについては、やはり議会の

皆様方からの御意見もいただいた上でしっかり編成方針を各局に伝えてバランスの取れた予算

編成に努めていきたいと考えております。ありがとうございます。 

○主査（永井佑君）香月委員。 
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○委員（香月耕治君）北九州市の予算というか運営については、全て財政・変革局が最終的に

担当するということになっています。本会議でも給食の無償化の話が出ました。これ教育委員

会でどうのこうのという話じゃなくって、最終的には財政・変革局が答えるということになろ

うかと思いますが、一番最初に話した、結局いろんな事業がありますが、それの総括がどれだ

けきちっとできているのかと。今後推進すべき事業だとか、これはもうなくすべきだというこ

とがなかなか組織の中では分かりにくいというのを感じています。 

今１兆円の企業、北九州市も特別会計を含めたら１兆円以上ありますが、１兆円の企業は代

表取締ＣＥＯ、それからＣＦＯという形で財務担当、これが大きな力を持っておりますし、私

も公認会計士等といろいろ話しますと、数字の問題だけじゃなくて事業運営を今後どうしたら

いいかというようなレベルの役割が市にも当然あると思っていますが、北九州市はそういうチ

ェック機能というか、大きな意味での推進すべき、それからもうこの辺で予算を削減すべきと

いうようなことに関して、私は財政・変革局が担うべきであると思っていますが、局長どう思

います。 

○主査（永井佑君）財政・変革局長。 

○財政・変革局長 恐らく私にやれと言われているんだと思います。１つは、財政局が財政・

変革局ということで市政変革も持つようになったという意味合いは、今委員おっしゃられたと

ころに方向性が合致するのだと思います。さはさりながら、やっぱり各局の自主性とかどこに

どの時期にどの投資をしていくかというのは、各局の事情がございますので、私のところで全

体調整をしっかりさせていただいて、教育委員会等も含めてしっかりした予算、それからしっ

かりした決算をつくってまいりたいと思います。 

○主査（永井佑君）香月委員、よろしいですか。ほかにありませんか。菊地委員。 

○委員（菊地公平君）大きく３点お伺いしたいと思っております。 

 １つが、シン・ジダイ創造事業に関してなんですけども、予算が全体で5,000万円のうち決算

で4,500万円ぐらいだったんですけど、うち3,000万円が業務委託ということで、Ｚ世代アイデ

アコンテスト、次世代創造プログラム、区役所創造プロジェクトって、三菱ＵＦＪリサーチ＆

コンサルティングさんに委託事業という形でやっているということを確認しております。事業

費の内訳を見たときに、3,000万円のうち1,700万円ぐらいが、全体の６割が人件費だったり一

般管理費等という形になっていて、委託事業の中だとかなりそっちに振れているのがすごい気

になるところでございます。そこの内訳が気になるんですけど、この辺すごく注目されている

事業なんで、それこそしっかりと報告含めてしてほしいなといったところで思っております。 

 お聞きしたいのが、アイデアコンテストの賞金の300万円掛ける３人、900万円あったと思う

んですけど、これの財源というのはどちらから来ているんでしょうか。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 
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○Ｚ世代課長 300万円は、この委託料とは別で補助金という形で支給させていただいており

ます。以上です。 

○主査（永井佑君）菊地委員。 

○委員（菊地公平君）補助金の財源はＣｈｅｅｒＢｏｘですかね、みんなの銀行さんの寄附金

であったり、それで全部補っているという、そういう理解でよろしいですか。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 みんなの銀行さんの寄附金に関しましては、全て終わった後、計算式に基づい

て寄附をいただくようになっているんですけども、最大100万円ということになっておりますの

で、補助金の一部として活用させていただくという予定になっております。以上です。 

○主査（永井佑君）菊地委員。 

○委員（菊地公平君）すみません。その補助金というのは、どちらの事業から来ているのかだ

け確認させてください。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 昨年で言いますと、シン・ジダイ創造事業の5,000万円のうちの一部というこ

とになっております。以上です。 

○主査（永井佑君）菊地委員。 

○委員（菊地公平君）分かりました。補助事業ですので、その後どうなっていったのか。先ほ

ど質問もあったと思うんですけども、その後の評価をどのようにしていくのかというのがすご

く難しいけど大事なことだと思っております。同じようなことをベンチャーの話でも産業経済

局にも言っているんですけども、特に補助事業だとその辺、しっかり精査、比較するというの

が必要になると思いますので、また、後ほど詳しい話を伺いたいなと思っております。 

 シン・ジダイ創造事業の運営等業務委託の報告書、先ほど御提出いただきまして中を読ませ

ていただきました。この報告書、さすがに三菱さんが作っただけあってすごくよくまとまって

いて、特に参加者の行動から示唆される若者の行動とかに関して非常によくまとまっていたの

で、この情報は議会としても内容を共有するぐらい中身のあるものだなと、参考になるなと受

け取っております。ただ、今回資料を出してくれっていうところのやり取りがうまくいかなか

った部分もあったんで、それが遅くなってしまったというところで、その辺もう少し積極的に

情報をいただけるとありがたいなと、一言要望とさせていただきます。 

 当然、このシン・ジダイ創造事業に関しましては、はみ出せアイデアコンテストに関しても

取組として非常に面白いなと思っておりますし、ここから出てきた内容に関しては、裾野の広

がりも含めてすごくあると思って期待しております。この中で、特に次世代の創造プログラム

の報告を読んだんですけども、すごく個別の若者の行動の実態がよく見えるような内容となっ

ていたので、これのプログラムっていうのがほかのいろんな事業にも応用できるんじゃないか



- 57 - 

 

なと見ていて思いました。こちらに関しては以上にしたいと思います。 

 すみません、続いて国家戦略特区の事業に関して、一般質問のときに佐藤栄作議員からあり

ました、北九州イノベーションセンター全体が入っている建物がみんなで大家さんという投資

事業をやっている都市綜研インベストファンドとかぶっているんではないかということで質問

があったと思うんですけども、その後ＧＺキャピタルと都市綜研インベストファンドっていう

のは直接関係ないという、そういった理解でよろしいでしょうか。それ確認させてください。 

○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 市としまして、ＧＺキャピタルという事業者に特区の窓口業務を委託させていた

だいております。ＧＺキャピタルさんにヒアリングをいたしまして確認しました。あと法人登

記等も確認させていただきましたけれども、みんなで大家さんを運営しております都市綜研イ

ンベストファンドですね、その土地建物の所有者であるその会社との関係、賃貸借以外の関係

は見当たらないというところでございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）菊地委員。 

○委員（菊地公平君）すごい心配していたのは、そこに何かつながりがあったときに、不正が

疑われるので危ないんじゃないかということを特に佐藤議員は気にされていたと思うんですけ

ども、僕も内容、分かる範囲で調べた限りでは、多分直接は関係ないんだろうなという認識で

はあります。なかなか分かりづらい話なので簡単に皆さんに説明を含めて言いますと、都市綜

研インベストファンドというのが全体の建物を今所有する形になっていて、それの建物を活用

して出てくる収益っていうものをネタにして全国各地から投資を呼び込んでいるという。それ

が全部で10期分ぐらいに分かれて日本中からいろんな投資家からお金を集めて、そのお金で建

物を運営しているっていう形になっていて、そこに設定しているものの中に北九州イノベーシ

ョンセンターが入っているっていう、物理的にそういうふうな立てつけになっているので、本

来バナナの事業で出た収益で配当返しますってなっているのが、実はその裏側にあるのがＧＺ

キャピタルの家賃である可能性もあるなというところがあるんですけども、恐らく問題として

はあくまで都市綜研インベストファンドの集め方の問題であって、中に入っているＧＺキャピ

タルそのものはただのたな子であって、北九州市としてはそこと協力していっているというそ

ういう関係で整理させていただいてよろしいでしょうか。 

○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 委員からお話しいただいた内容が全て正しいと思っております。以上でございま

す。すみません。全てではなく、賃貸以外には関係なく、インベストファンドとＧＺキャピタ

ルは直接関係がないという部分が正しいというところでございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）菊地委員。 

○委員（菊地公平君）分かりました。そこが確認できて一応安心いたしました。ただ、今回の
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大家さんが実は別で成田で訴訟を抱えていたりいろいろするので、そこのトラブルがこの建物

に波及してくるリスクもゼロじゃないんで、直接市がどうのってなる前に恐らくＧＺキャピタ

ルさんとの賃貸の関係になると思うんですけど、そこが今後波及してくるリスクがゼロではな

いなというのだけ気になっておりますので、その辺、執行部も今後継続的にウオッチしていっ

ていただければなと思っております。これに関しては以上です。 

 すみません、細かい話ですけど、イノベーション人材マッチング支援センターとテレワーク

推進センターがあるんですけども、具体的な支援内容というのがよく分かりづらくて、簡単に

説明していただいてよろしいですか。 

○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 イノベーション人材マッチング支援センターにつきましては、専門人材を必要と

する企業さんからの相談を受ける、それからそういう企業さんに就職したいという方々からの

相談を受けると、その両方で他の機関とも連携しながら、国と共同で置いていますので、連携

しながらそういう相談に乗ってマッチングを図っていくというものでございます。 

 テレワーク推進センターは、テレワークの普及促進を行う総務省と北九州市と連携しまして、

テレワークを導入したい企業さんの相談に乗ったり、推進を図ったりというところのセミナー

を開いたりということをしております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）菊地委員。 

○委員（菊地公平君）イノベーション人材マッチングセンターとテレワーク推進センターの具

体的な成果っていうのはどういうな形ではかられているんでしょうか。 

○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 人材マッチングセンターが、令和６年度で相談を受けた件数が102件となってお

ります。それから、テレワーク推進センターが、来場いただいていろんなセミナーなどを受け

ていただいた人数が690人、それからアンケート調査の結果、満足度は72.9％となっております。

以上でございます。 

○主査（永井佑君）菊地委員。 

○委員（菊地公平君）いただいた数字に関して執行部の評価としては、順調に増えているとい

うか、機能していると思っているのか、それともちょっと物足りないと思っているのか、その

辺の評価はいかがでしょうか。 

○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 国から両センターとも当初設置の目的を達成しているものと推測できるという

評価をいただいておりまして、当初設置の目的については達成できている、うまくいっている

というところと考えております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）菊地委員。 
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○委員（菊地公平君）今のお話を聞いて安心しました。 

 あとすみません、最後に１点、地域活性化起業人制度に関しまして、令和６年度の具体的な

人数と、それによって効果があったと思われるような成功事例等あれば教えていただきたいん

ですが。 

○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 地域活性化起業人でございますけれども、令和６年度で11名の採用をされており

まして、主にＤＸ支援ですとか広告、情報発信の支援、それから観光系もございます。そうい

った支援をいただいておりまして、当初、各局こういう専門人材にノウハウを支援していただ

きたいと思っていた内容は達成できていると考えております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）菊地委員。 

○委員（菊地公平君）分かりました。僕からは以上にします。 

○主査（永井佑君）ほかにありませんか。吉村委員。 

○委員（吉村太志君）すみません。私意見で。まず、政策局ですが、ここは本当に横串で、ま

た北九州市の今後、未来に向けていろいろな取組に対して、日夜、皆さん汗をかいていろんな

知恵を出していただいております。先ほどからも出ていましたが、まず、若者がチャレンジで

きやすいような、未来に向けたＺ世代の件もそうですが、これ私の意見ですが、去年ぐらいか

らやり始めて、すぐ成果が出るということはないと思います。今日も皆さんの意見を聞きなが

ら、もっともっといいものにして、北九州市に住んでいる未来のＺ世代の、いずれこの世代の

方たちは大人というか我々の世代になってきます。そういった人たちがもっともっと夢を持っ

て、これ僕も質問で言わせていただいた言葉があるんですけど、いろんな挑戦をして、そして

挑戦をしたときに失敗もすることがあります。先ほどもいろんな意見も出ましたが、コンテス

トに失敗した人、でも次はもっと違うところで成功する、そういったようにいろんな原体験、

そういったチャレンジするようなことをどんどん皆さん応援していっていただきたいなって、

私は皆さんの委員の意見も聞きながら、私はＺ世代がこれからもいろんなことをまた、幅広く

北九州市で夢を持って頑張っていく目標に少しでもなっていただけるように頑張っていただき

たいなと思います。私たちまた、今後の皆さんの報告を楽しみにしておりますので、ぜひ頑張

ってください。 

 そしてまた、女性のキャリア形成、また、働き続けるための支援など、今名前は変わりまし

たが、ＷｏｍａｎＷｉｌｌ推進室、これも本当に皆さんが日夜前の名前のときからも一生懸命

頑張って、北九州の町で女性がもっともっと輝いていけるような、そういった支援が少しずつ

こうやって見えてきたなと思っておりますので、また、しっかり頑張っていただきたいなと思

います。 

 それとあと、都市間連携、特に今、海外、インド、台湾、これ台湾も今度高雄市とかとも協
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力協定みたいなのも結んで、大学も協定の締結をしました。このようにして北九州市から海外

に向かっていける、すばらしいことだなと思いますので、これは少し御意見として聞いていた

だければと思いますが、今17都市連携かな、今北九州はやっていますよね。18やったかな、ご

めんなさい。18都市連携でやっていますが、オール18連携で海外と一緒に何かできるような、

そういったこともこれからは必要ではないかなと思います。北九州市にないことは、都市間連

携、近隣の行橋でもあり、苅田でもあり、いろんな町にそういったポテンシャルがもうたくさ

んあります。それを一緒になって連携することが今までやった18都市連携の次のステップにつ

ながるんではないかなと思いますので、ぜひそういったことも視野に入れながら、どんどん都

市間連携で世界に向かっていっていただきたいなと思います。これはもう要望とさせていただ

きますので、引き続き頑張っていってください。 

 あと、市政変革もぜひこれから削る改革ではなく、本当に未来につながる、つくる改革とし

てこれからもこの町の未来に向けて、本当に必要なものはしっかり残しながら、しかし現実に

１年、２年で成果なんかなかなか出にくいです。しかし、これ３年後、４年後、５年後になっ

たらもっとすごい花が開くことだってあります。財源は限りがあるから、なかなかそれもでき

ない点もあるかもしれませんが、そこをしっかり、財政・変革局というのは鍵を握っている局

だと思いますので、ぜひこれからもしっかり未来につながる北九州市を目指し頑張っていって

いただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。私は以上です。 

○主査（永井佑君）鷹木委員。 

○委員（鷹木研一郎君）３時までかかりませんので御安心ください。短くまとめたいと思って

います。午前中から議論あっていますけれども、シン・ジダイ創造事業、今村上幸一委員から

日本一、その局を応援する、その課を応援する議員と言ったんですよね。すみません。日本一

頑張る職員を応援する、僕もその思いで質問させていただきたいと思うんですけれども。 

 本会議でも発言をさせていただいたんですけれども、地元が折尾なもんで若い方がたくさん

いて、日頃大学生とか、そういった若者と関わることがどちらかといったら多いほうではない

のかなと思うんですけれども、このシン・ジダイ創造事業、Ｚ世代、すごく興味を持たれてお

ります。高校生とはそういう話はしていないんですけれども、若い社会人の方とかいろんな大

学の大学生、たくさんいるんで、今回応募できなかったけれども来年度はどうなるんですかと

か、もう本当にそれだけ若者の夢を背負った事業になっているということをどうか分かってい

ただいて、どんどん自信を持って進めていただきたいと思っております。 

 あとその中で先ほどから応援額の１億円についてのお話が出ておりますけれども、この１億

円が今後どういった流れで使われていくのかということを教えていただきたいと思っておりま

す。 

 次が、外国人との共生社会推進事業なんですけれども、先ほど三宅委員からもお話にありま
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したけれども、先般の選挙でとにかく対立をあおる方たちが多かったなというのが僕の印象で

あります。僕は、保守色の強い議員の一人として非常に残念でありますし、日本人が日本人だ

けでこの日本列島で生きていくっていうことはもう本当に不可能でありますし、しっかりとル

ールを守ってくれる外国人の方ときちんと共生をして、それで力を合わせて世界中もこの日本

も一緒に頑張っていかなくちゃいけないと思っております。私は、そういった意味でこういっ

た事業はしっかりと進めていっていただきたいと思うんですけれども、令和６年度トラブルが

あったのか、データがあったら教えてください。例えば、北九州市に来ている外国人の方と、

目立つそういった事例があったら教えていただきたいと思います。以上です。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 みんなの銀行さんとの連携の件なんですけれども、今ＣｈｅｅｒＢｏｘという

ボックスに全国の預金者からの応援の金額を入れていただくという取組でして、今後締切り終

わって、合計額をみんなの銀行さんと取決めしている一定の算出割合で算出いたしまして、上

限100万円で、みんなの銀行さんから市に寄附金という形で入れるということになっておりま

す。なので、先ほど申し上げたように、補助金の一部の財源として充当させて活用させていた

だくという予定になっております。以上です。 

○主査（永井佑君）国際政策課長。 

○国際政策課長 令和６年度に外国人とのトラブル、大きなものがあったかということですけ

れども、私が知る限りではなかったかと思っております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）鷹木委員。 

○委員（鷹木研一郎君）ありがとうございました。シン・ジダイからなんですけれども、本当

にこういったお金が集まってくるということでございますし、今後の期待が大きいということ

なんですけど、さっき冨士川委員とか宇都宮委員からもお話しありましたけれども、落選した

方もいるということは事実でありまして、先ほど吉村委員からもありましたけれども、別に落

選を僕は悪いとは思っていないです。失敗しないほうがいいとは思うんですけれども、必ずこ

の失敗が僕はいつか大きな糧になると思っておりますし、例えば僕が自分自身の若い頃を振り

返ってみたら、もう本当に失敗の連続であったと思っておりますし、今回こういった、例えば

自分なりに自信を持って、アイデアを持ってコンテストに応募されたけれども、落選された方

がどう立ち上がるかということが大切であると思っておりますし、しっかりとそういった方々

をフォローできるＺ世代課でもあってほしいと思っております。午前中から若い世代の方の北

九州市の就職率という話も出ましたけれども、きっとこういった取組も今の大学生が見ている

と思うんです。北九州市が若者に仕掛けようとしている政策とか、北九州市が若者をこれから

どういった目で見ていくかとかというのを考えていると思いますので、非常に大きな注目を浴

びる事業であると思っております。どうかこれからもしっかりと未来の若者のために進めてい
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っていただきたいと思っております。 

 あと外国人との共生社会なんですけれども、例えばうちの娘が、多分日本一留学生の多い大

学に行っていたんですけれども、もう卒業いたしました。その町が例えば外国人が多くなった

り、それに関係する方々とかが働いていたりしたんですけれども、僕もトラブルがあったとい

う話は聞いていないです。細々としたことはそれは日本人同士でもありますし、外国人なら余

計に言葉が分からなくて悪気のないトラブルはあったのかと思っております。こういったこと

をあおる政党もいますし、あとそういった周りの方々もいると聞いております。今回のインド

との協定とか台湾とかいろんなことについて、北九州市のことをネガティブにＳＮＳで発信を

されている方を多々今見受けます。そういった声に行政が引くわけにはまいりませんし、正し

い知見を持って、北九州市が無秩序に外国人を受け入れるわけではありませんし、北九州市の

文化、そしてルールをしっかりと守ってくれる外国人を受け入れて、一緒にこの町を発展させ

ていきましょうという思いは絶対に間違っていないと思うんで、例えばそういったネガティブ

キャンペーンが今後より一層強く展開される可能性がありますけれども、北九州市は日本の文

化と、そしてルールを守ってくれる外国人とこれからも共生していくという力強い目標を持っ

て進んでいってもらいたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。もし何か御意

見あったらお聞かせいただきたいと思います。 

○主査（永井佑君）政策局長。 

○政策局長 鷹木委員、ありがとうございました。今おっしゃったとおりで、今、全国的にい

ろいろと、最近でいくと外国人の話が新聞なりテレビなりで出ない日はないかなと思っていま

す。それだけ皆さんの関心が高いということでしょうけども。市長も本会議の中で申し上げま

したけども、やはり外国人、今生活の中にいろいろあるんですけども、一方で市民の方の不安

の声もある。そういった声には丁寧に寄り添っていきながら、日本人、外国人共に安心して暮

らせるまちづくりを進めていきたいと思っております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）次、どうぞ。井上委員。 

○委員（井上しんご君）それでは、質問させていただきます。 

 本委員会でもいろいろ外国人との多文化共生とか国際交流が話題になっていると思います。

そこで、現状、北九州市の国際政策課が主に留学生支援とか多文化共生、国際交流、国際戦略

を担っております。この体制の強化は必要だと思っています。福岡市は、国際部の中に国際政

策課、多文化共生課、国際交流課、アジア連携課と、それぞれ課が独立をして推進しています。

北九州市は１つの課で全てのことを賄っているということで、物理的にこれだけの課題を対応

するのは難しいかと思います。すしの都課があるぐらいですから、多文化共生課など、こうい

った体制強化、重点課題について見解を聞かせてください。 

 それから、国家戦略特区の件です。2000年初頭に構造改革特区の名称で、市も自立と共生の
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教育特区を申請されています。不登校支援の仰星学園、スポーツ指導者育成などのタイケン学

園日本ウェルネススポーツ専門学校など３校を指定しています。市が提出した特区計画書の中

身と実際の、現状の運営とは随分開きがあるように思います。タイケン学園はもう既にスポー

ツ系は全くやっていなくて、今はもう日本語学校を主にされております。不登校の支援につい

ても、この計画書と実際というところも含めて、いろいろ支援する意味で、ただ申請してそれ

で終わりというわけじゃなくて、もうちょっと丁寧に見ていく必要があると思います。これか

ら国との信頼関係を含めて、やっぱり必要かと思います。この点について見解を聞かせてくだ

さい。 

 次に、３つ目です。北九州市立大学の情報イノベーション学部の設置が昨年の５月に発表さ

れています。それで、市によると、当初は20億円の工事費、事業費で、経済波及効果は10年間

で32億円と。基本的に大学の費用と国の補助金でやれるということだったんですけども、市長

の記者会見によると、当初20億円が39億円に膨らみそうだと。工事期間も延びて８か月遅れる

かもということで言われております。市の、北九州市立大学のホームページは、2027年４月、

情報イノベーション学部新設ということで、旦過キャンパスの魅力も書かれております。学生

さんはもうこれを見て、期待を寄せて勉強されていると思います。ですから、４月に間に合わ

ないということはあり得ないと思います。当然、市長もプロジェクトチーム、本部をつくって、

工期短縮とお金の費用の削減についてやると言っていますし、ぜひこれを何としてでも間に合

わせるということを。もし間に合わなければ、学生さんとの約束に違反することになりますの

で、この点について見解を聞かせてください。 

 それでこういうふうに当初20億円が39億円と、去年決まった内容で、たった１年間でいきな

りこんなに増えるということはなかなかないのかなと。物価上昇とか人件費上昇もこの間、当

たり前ですし、10年前の計画が倍になったっていうならまだしも、こういったことを、例えば

市の事業執行に伴う公金の支払いの出納事務として適切かどうかについて会計室にお伺いをし

ます。 

 次に、多文化共生の国際交流の件でお伺いをいたします。 

 北九州市とは姉妹都市が幾つかありますけども、特に大連市とは1979年の姉妹都市締結で45

年以上の歴史があります。コロナ前までは相互の市長が相互訪問であるとか、市のホームペー

ジに書いてあったんですけども、コロナを挟んで若干そういった交流事業は止まっているよう

に思います。昨年、2024年、姉妹都市締結45周年だったんですけども、なかなかコロナ明けと

いうことで。私、日中友好協会っていうところに入っていますので、今年、その交流事業とし

て市の提案があって、大連市のアカシア祭りに参加をしてきました。コロナ明けからスタート

かなと思ったら、去年もどうもあっていたらしいです。しかし、去年の45周年という記念のと

きに、どうも北九州市が参加していないということも何か言われておりましたし、なぜ45周年
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という記念のときにこれだけ重要な友好都市である大連市との関係でそういうことになってい

るのかについて見解を聞かせてください。 

 次に、若者支援についてお伺いをします。はみ出せコンテストとか、Ｚ世代課を立ち上げて

若者支援をすると、本当に頑張ってもらいたいと思っています。そのコンテスト等で提案され

た若者たちは本当に日頃からも非常に活発な方で、その世界では有名な方で、私も何人か知っ

ておりますし、今回コンテストに外れたけれども、独自で資金集めて実現した子もいると。で

すから、こういった世代、こういった若者たちは、どちらかというとスタートアップ支援とか

人的な交流の支援であるとか、資金の援助という部分なのかなと思います。Ｚ世代課が想定し

ている若者にチャレンジしてもらって失敗を経験してっていう、そういうことでいえば、彼ら

はもう既に今まで大分失敗もして経験も積んで、ある意味講演会で講演するようなスキルを持

った方でもあります。今後、本当にＺ世代のチャレンジ、どうかって悩んでいる子供たちを応

援していく意味でも、もうちょっと視点を変えていく必要があると思っています。私も地域で

鬱病のお母さんを支える高校生の兄弟等で、何とか学校には真面目に通って、そこから将来の

夢もあるんですけども、そういった状況で、でもそういった連鎖をしないように、保護課もい

ろんな支援をされています。ですから、そういった部分にこういった夢のあるような、きらき

らしたようなそういった提案が、情報が入って、よっしゃってやれるような環境とか、もうち

ょっと保健福祉とか、そういった分野にも広げていってほしいと思うんですが、この点につい

て見解を聞かせてください。以上です。 

○主査（永井佑君）幾つかありましたので、休憩後に答弁いただきたいと思います。再開は、

10分休憩しますか、15分にしますか。15分いただきたいと思いますので、３時15分から再開し

ます。よろしくお願いします。 

（休憩・再開） 

○主査（永井佑君）では、再開します。答弁をお願いします。国際政策課長。 

○国際政策課長 ２点、お答えさせていただきます。 

 多文化共生に対する体制の関係ですけれども、まず、多文化共生をしっかりと事業としてや

っていくというところで、福岡市の体制についても承知しております。今後の北九州市の体制

につきまして、どうするかというのは内部でしっかりと検討してまいりたいと思っております。 

 それから、友好都市であります大連市との関係ですけれども、昨年度、私たまたま大連の事

務所の所長として現地におりましたけれども、ウオーキング大会、全くゼロということではな

くて、北九州市からも参加をいただいて、今年度も参加をいただいたというところであります。

トップ同士の交流もコロナ明け、2024年に大連市の市長が北九州市に来ていただいた、それか

ら、武内市長が大連に行ったということで、相互のそういったトップの交流もまた、再開した

という状況であります。以上でございます。 
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○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 構造改革特区に関する御質問に答弁申し上げます。 

 先ほど委員から御質問がありました北九州子どもの村小学校と日本ウェルネススポーツ専門

学校北九州校につきましては、平成16年に認可いただきました構造改革特区の規制緩和項目を

活用しまして、教育課程の基準によらないカリキュラムの編成ですとか、校地、校舎の賃借に

よる学校運営を可能にするということで活用させていただいております。 

 なお、この特区の特例メニューにつきましては、平成21年度に全国展開されておりまして、

現在は特区の計画は消滅しているというところでございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）大学整備担当課長。 

○大学整備担当課長 北九州市立大学の新学部に関する質問について２点お答えさせていた

だきます。１つ目が、まず、学生が予定どおり入学できるのかどうかということが１点、もう

１つが金額、当初の整備費から金額が上がっているのはどういう理由かということの２点につ

いてお答えいたします。 

 １つ目、委員御指摘のとおり、基本設計の結果、工事の安全性を最優先にして、十分な施工

期間を確保する必要がございまして、約１年というところの予定が約８か月延びまして１年８

か月必要となる可能性が出てきております。大学では、新学部は当初の予定どおり令和９年４

月に開設をして、令和９年４月に入学する学生は新学部棟が完成するまで北方キャンパスを軸

に受け入れることを今検討しております。そのため、大学からは新学部棟の完成の時期につい

て、募集要項や大学のホームページ、入学の説明会などを活用して、受験の前の段階から丁寧

かつきめ細やかに情報発信をしながら説明を行うと聞いてございます。 

 続きまして２点目ですけれども、設置場所が決定してから旦過市場の関係者と大学で、新学

部の整備の共同事業をしております。新学部の設置の事業費につきましては、令和５年５月に

大学が新学部設置に係る助成金を文部科学省に申請する時点において、新学部に必要な面積 

4,000平方メートルと国土交通省が示す建築単価を基に一般的な建築工事として算出した結果、

概算工事として20億円をお示ししたものでございます。その後、設置場所が旦過地区に決定を

いたしまして、令和６年度において、大学において基本設計を実施したところ、当初と比較し

てやはり資材価格や人件費が著しく高騰していることや、あと工事の安全性を最優先にした工

事手法を採用する必要があることなどから、委員おっしゃったように当初から増額になりまし

て39億円という形になってございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）会計室次長。 

○会計室次長 会計室から支払いについて答弁さしあげます。 

 会計管理者は、法令や予算に違反しないか、債務が確定して支払い義務が発生しているかど

うかを確認した上で支払ってございます。今回、補助ということでございますので、人件費の
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上昇でありますとか材料費の高騰でありますとか、補助の要綱に従ってその要綱が正しいかど

うかを確認した上で支払いを行いますので、問題はないと考えております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）Ｚ世代課長。 

○Ｚ世代課長 Ｚ世代課の事業の支援対象の拡大についてお答えしたいと思います。 

 まず、先行して挑戦していただいている方の姿を見て今年もアイデアコンテストに応募して

くださった方もいらっしゃいますし、本選に出場した８組のうち７組が今回コンテスト初出場

ということで、先に頑張る同世代の姿を見てチャレンジしているという輪が広がっているんじ

ゃないかなと思っております。 

 また、Ｚ世代課は、取組を通じて学んだ若い方の価値観だったり行動傾向をそれぞれ若者政

策を行っている部署に共有することで、それぞれの部署の施策がより効果的に実施されるよう

助言等も行っております。実際、保健福祉の担当部署の方と広報についていろいろ意見交換を

させていただいたりしておりますので、こういった取組をこれからもどんどん続けていきたい

なと思っております。以上です。 

○主査（永井佑君）井上委員。 

○委員（井上しんご君）分かりました。Ｚ世代課については、本当に多くの考え方とか、また、

いろんな思いの若者たちがいらっしゃると思います。そのときに自分とは違う世界のことなん

だなと、チャレンジする前に諦めたりすることのないように、ぜひ進めてもらいたいと思って

おります。要望です。 

 あと大連の友好都市の件です。大連市とは45年超えているということで、私も今年大連を訪

問させてもらって、職員さんもお互いに行ったり来たりし合ったですから、当時の大連市の職

員さんも北九州市で働いたことがあるという形でした。ですから、今金沢だとかいろんな都市

に広がってはいるんですけども、その中でやっぱり北九州市は特別な感じを受けました。です

から、本当にこういった姉妹都市の交流はしっかりと握って離さないようにしてもらいたいな

と思っております。今大連にＴＯＴＯの新工場、来年度稼働になるということで今造っており

ますし、上海、北京の工場を閉鎖して大連に集約するってことで、そういった北九州市のこれ

まで日系企業も非常に多く進出していますので、そういった部分もあるかと思っております。

 今回は自分が団長になっていたんですけど、私は団長として役不足だと思います。ぜひ市長

なり副市長なり、また、議長、副議長なりが市を代表して、北九州市代表で行ってもらいたい

なと、そういった行事があれば向こうの大事な行事にも行ってもらうし、北九州市の昨日あっ

たわっしょい百万夏まつりにも来てもらうと、そういう交流をぜひ強めてほしいと思います。

この点について見解を聞かせてください。 

 それと多文化共生の分です。本当に今いろんな議論があっていますけども、例えば何か昨日

娘からメールが入って、ハラル給食のことで北九州市に来ているという話があっていました。
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ハラル給食をうんぬんで。娘はどっちかというとそういう反対的な立場で、僕はむしろそれは

できるんならしてやったらいいんじゃないかという考え方なんですけども、議論して、令和５

年の情報を誰かが今上げて、それで若干炎上ぎみみたいな形で。そういうものに動揺する必要

ないと思うんですね。アレルギー除去食のように対応できるんだったら対応したほうがいいだ

ろうし、そういったイスラム教の人たちも北九州市で気持ちよく働いてもらう。今後、インド

の高度人材の方とかも含めていろんな技能実習生も来られるときに、北九州市、本当に人情の

町だなと思ってもらえるような、そういった信頼関係がまた北九州市の地位を上げていくこと

につながっていくと思っております。ですから、体制強化、ぜひしていかないと、もうあまり

にも課題が多過ぎて、ちょっともう国際交流からそういった支援ができないと思うんです。で

すから、そこは真剣に考えてもらいたいと思っております。 

 それで、技能実習生の件でも、北九州市は近年いろいろ新聞報道でも言われております。北

九州市の介護施設で働くネパールの技能実習生の方が、もともと２年間は寮費無料だという契

約で来た。しかし、１年たって２年目からは寮費３万5,000円下さいということで、いや、それ

は払えないということで新聞報道されておりました。そのアパートは２万8,000円の家賃らしい

んですけども、４人が住まわれてということで、やっぱりそういったトラブルにならないよう

に、国際交流を担当する部署が適切に対応していくことも必要かと思います。ですから、地域

でのそういった若干トラブルになりかける、それを未然に防ぐという部分でも、今の体制では

なかなか難しいかと思いますので、併せて要望しますが、こういった件に北九州市に来た技能

実習の方が気持ちよく安心して働いてもらうようなことについて見解を聞かせてください。 

 それと特区の件です。先ほど指定はしたけど今はもう特にということでした。北九州市が特

区として国に申請した法人ですね。これも新聞報道ですけども、理事長が補修費を着服という

か一部使途不明金があって理事長を処分、引責辞任されるとか、県から処分されるとかという

ことも報道されておりましたし、また、市のスポーツ施設を管理が非常に不適切だということ

で指定管理を外されたことも過去にあります。ですから、そういったことにならないように、

特区の申請の段階でしっかりとコミュニケーション取ってしていかないと、北九州市から上が

ってくる特区は何か怪しいなみたいに思われてしまったら、これからの世界展開とかにも影響

が出ると思います。この点について、今回のこういったことの反省というか、そういうところ

がどのようにお考えか聞かせてください。以上です。 

○主査（永井佑君）国際政策課長。 

○国際政策課長 まず、大連との関係でございますけれども、大連と北九州市、お互い親戚と

呼び合うような非常に深い関係性にあります。そうした中で、大連との今後の交流、これは非

常に大事だと思っておりますので、どういったことができるのか、どんなことをさらにやって

いくのか、そういったことはしっかりと考えていきたいと思います。 
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 それから、外国人の方が北九州市で、ハラルのことも含めて安全・安心に暮らせるという意

味だと思いますけれども、そういったところはこれまでも多文化共生事業ということでしっか

りとやってきておりますけれども、どういったところが課題でどういったところがニーズがあ

るのか、そういったところもしっかりと聞きながら今後も適切に進めてまいりたいと思います。

以上でございます。 

○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 特区につきましてでございます。特区メニューの申請に当たりましては、各所管

局、所管部署ときちんと連携しまして、そういう疑われるようなことがないようにしっかり進

めていきたいと思っております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）井上委員。 

○委員（井上しんご君）福岡市は国際部ということで４つの課がぶら下がっていますけども、

国際的な関係というのはますますこれから強まってくると思いますし、一方でよく分からない

情報をＳＮＳ等の部分でも今も議論があったように分断を広げるようなこともあると思いま

す。ですから、そういったことに、ＳＮＳで騒がれたらどうしても行政とかが右往左往してし

まいがちな自治体もあると思うんですけども、北九州市はどんと構えて、これまでも瓦れきの

受入れ等でいろいろ議論があったときにも、やっぱり東北の支援だということでぶれずにやっ

たことがその後の北九州市に対するリスペクトにつながっている部分があると思います。今回、

外国人の政策についても、イスラム圏の方、また、アジアの方、また、技能実習生の方、これ

からインドネシアの方も受入れを地元ではされていく、ベトナムの方とかミャンマーの方も今

既に働いております。そういった方たちが本当に共生していくんだと。彼らは本当にしっかり

と働いて、自分も建設現場で働いた経験もありますけども、ベトナムの技能実習生の方は非常

に働き者で、本当に教育が行き届いている印象も受けます。そういった人たちが本当に技能を

身につけて、日本のものづくりの産業を担っていく、または国に帰って国の発展につながって

いくということは、やはり後々の北九州市の未来につながっていくと思います。それが水道事

業のカンボジアの支援であるとか、これまで大連との友好の関係、日本企業も随分頑張ってい

ますけども、そういった分につながっていくということに関して、北九州市はどんと構えて、

そういったガセネタとか、そういった分断をあおるようなこと等ではなくて、友好に徹するよ

うなスタンスでいってもらいたいということについて見解を聞かせてください。以上、お願い

します。 

○主査（永井佑君）国際政策課長。 

○国際政策課長 ＳＮＳ等でいろんな情報が流れている中で北九州市の対応ですけれども、委

員おっしゃるとおりその辺は慎重に見極めながら対応していきたいと思います。以上でござい

ます。 
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○主査（永井佑君）井上委員。 

○委員（井上しんご君）今回、委員さんたちの議論を聞いても、そういったのを排除するって

いう方の議論はなかったと思います。むしろ積極的に交流を進めていくんだという部分でのお

話があったのは、北九州市の底力だと思っておりますし、北九州市というのはそういった町な

んです。ですから、町のブランドを崩さないように、いろんな議論があると思いますけどもぶ

れずにやっていただきたいと要望しておきます。 

 新学部設置についてです。そういった一般的な予算として20億円ということで、当初の発表

では20億円、市の持ち出しなしに学校と国の補助金でやれると、経済波及効果も投資額よりも

高いということでありました。今回39億円となれば、投資額のほうが増えてしまいますし、ま

た、解体に非常に時間がかかるということで、自分の知り合いのいろんな解体業者の方に見て

もらっても、川から重機で壊していけばもっと早くできるんじゃないかという意見もありまし

たし、今回プロジェクトチームというか、市長、副市長と局長でつくると話があります。それ

で工期短縮や費用の縮減をやると市長もおっしゃっていますので、いや、これだけかかります

よと、いや、物価高だから仕方ないじゃないですかじゃなくて、20億円が倍になるというのは、

去年から比べて、それはあまりにも違うのかなと思っています。 

ですから、工期を縮小するような技術的な指導もできると思いますし、ただ業者から言われ

たままに39億円です、ああそうですかって払うとなってもちょっと違うと思っています。そこ

はやっぱりしっかり精査してもらいたいと思いますし、今回できるプロジェクトチームという

か、そこで、そこの点もやると言っていますので、費用縮減と工期短縮をやれるってことでよ

ろしいんでしょうかね。 

○主査（永井佑君）あと一分です。大学整備担当課長。 

○大学整備担当課長 まず、大学と旦過市場で今年実施設計をやられるということになってお

りますけれども、昨今の資材価格とか人件費の高騰の状況を見ると、なかなか簡単にコスト縮

減というのは難しいと思いますけれども、委員おっしゃったように、今年度実施設計の中でし

っかりと検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）井上委員。 

○委員（井上しんご君）分かりました。ぜひお願いします。 

 新学部ですね、こういったジャンルで今はやりの学問ですから、勉強したいという子はいる

し、今までも旦過だからできるということで旦過キャンパスという必要性もこれまでも行政も

言われていたと思うんです。だから、今回学長が北方だからいいんだみたいなことはあり得な

いと思うんです。みんな旦過で、このキャンパスで勉強したいと思って頑張って来る若者たち

が旦過で勉強できない、できるように最後の最後まで大人が努力していく必要があると思いま

す。学長が安易に北方キャンパスで教養だったらできるんだと。だったら、別に旦過で造る必
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要ないと思いますし、ぜひお願いします。以上です。 

○主査（永井佑君）ほかにありませんか。伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）北九州党の伊﨑です。よろしくお願いします。 

 まず、行政評価の取組結果の施策評価について、私からも戦略的国際連携の推進に関して質

問させてください。 

 グローバル挑戦都市を目指す上で令和６年度は台湾、インドを重点国に設定されていて、そ

の成果としては台北で持続可能都市賞を受賞した、それ以外には様々な協議を実施したと書い

てありますが、今年度に入って高雄との連携協定、テランガナ州との友好協定の締結などがあ

ったので、恐らく年度をまたいで成果が出たと認識しているんですけども、その認識に誤りは

ないでしょうか。まず、そこを教えてください。 

○主査（永井佑君）国際政策課長。 

○国際政策課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）ありがとうございます。恐らく国際連携の事業というのは、単年度で評

価する、結果を出すというのは非常に難しいと思っています。ぜひ行政評価の記載とかも目標

設定と併せて中期的な予算とか決算の設定とかも検討していただけたらなと思っております。 

 ちなみにこの事業評価の資料には、この施策に関連する具体的事業の記載がないんですけど

も、決算書類には国際都市間連携促進事業として500万円ほど計上されていて、これがこの当施

策の具体的な事業として該当するわけではないんでしょうか。 

○主査（永井佑君）国際政策課長。 

○国際政策課長 そうですね、おっしゃるとおりでございます。今後の行政評価のところはど

ういったものを目標にするかというのは改めて検討していきたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）質問としては、決算書類には国際都市間連携促進事業として金額が計上

されているんですけども、こちらの行政評価には計上されていなかったんです。なので、施策

と事業が、これはひもづいているのかひもづいていないのかどっちなのかなと思ったんですけ

ど、これはいかがでしょうか。 

○主査（永井佑君）国際政策課長。 

○国際政策課長 そうですね、ひもづいております。ですので、今後その辺は改めてまいりた

いと思っております。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）ぜひお願いします。関連の国際事業というところで、北九州市は、アジ
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ア成長研究所を抱えていますので、これをもっと積極的に利用していただけたらなと思ってお

ります。この成長研究所の資料を見ると、令和６年度も北九州市からの受託研究が行われて報

告書も出ているようなんですけども、これは一般公開というのはされないんでしょうか。市が

シンクタンクを抱えている意義とかを市民により広く理解してもらえるためにぜひ公開いただ

けたらなと思うんですけど、そのあたりも教えてください。 

○主査（永井佑君）国際政策課長。 

○国際政策課長 そうですね、すみません。全てを今現在公表しているわけではないと思いま

すけれども、ホームページ等で公表している部分もございます。その辺の全部ができるかどう

かっていうのは、研究所にも確認をしてまいりたいと思います。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）中には、いろんな先生方が共同で北九州市の国際政策の進め方について

という形で書いてある論文とかもあって、それをぜひ読みたかったんですけど、ネット上には

なくて、ほかの議員さんにとってもそれはすごい勉強になる内容だと思いますし、市民にも関

心の高い方が多いと思うので、研究所と前向きにお話しいただけたらと思っております。 

 続きまして、ＡＩ、ＲＰＡ等による業務改革の推進、これで１億5,000万円の決算、事業とし

てなっていますけども、ここに全庁に展開しているローコードツールによるシステム内製化を

推進とありましたが、具体的には何というツールで何のシステムを内製化されたんでしょうか。 

 また、併せて全職員が活用できる生成ＡＩ導入と書いていましたが、こちらも具体的にどん

なＡＩを導入したのか、併せて教えてください。 

○主査（永井佑君）ＤＸ推進担当課長。 

○ＤＸ推進担当課長 お尋ねいただきましたＡＩ、ＲＰＡの活用というところです。 

 まず全庁で活用しているローコードツールでございますが、こちらはｋｉｎｔｏｎｅを活用

してございます。ｋｉｎｔｏｎｅを全職員が使えるような環境を整えまして、職員がアプリを

簡単に内製できるというような環境を整えてございます。 

 ＡＩにつきましては、昨年度地元の企業であります寶結さんで４ＵＢｒａｉｎというものを

導入しまして、中で使うのは、当時で言うとＣｈａｔＧＰＴの割と廉価で速いタイプのやつを

使ったりもしていましたが、全職員が使える体制を令和６年度、そういった形で整えたという

ことでございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）ちなみにｋｉｎｔｏｎｅと４ＵＢｒａｉｎ、それぞれ導入費用はどれぐ

らいだったか、個別に分かりますでしょうか。 

○主査（永井佑君）ＤＸ推進担当課長。 

○ＤＸ推進担当課長 ローコードツール、ｋｉｎｔｏｎｅはライセンス料で約8,000万円ほど
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かかっております。全職員が使えるようにしておりますので、そういった形でございます。生

成ＡＩについては、約800万円で導入という形になってございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）ありがとうございます。そしたら、残りのところが恐らくほかのＲＰＡ

とかに充てられているんじゃないかなと推察するんですけども、これはデジタル田園都市国家

構想交付金とか国の補助金は活用できるものなんでしょうか。どれぐらい自主財源でどれぐら

いそういった補助金なのかも教えてください。 

○主査（永井佑君）ＤＸ推進担当課長。 

○ＤＸ推進担当課長 この事業につきましては、デジタル田園都市国家構想交付金等のお金は

使ってはおりません。市の一般財源でやっております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）１億5,000万円全て市の一般財源ということであれば、導入したけど使

われていないという状況になってしまうと大変もったいない、市の税金１億円以上入っていま

すので、ぜひ、使用状況とかは継続的にチェックいただいて、よりよいシステムで生産性向上

が行われているのかというところのチェックは引き続きしっかり行っていただければと思いま

す。 

 続いて、民間専門人材活用事業、先ほど菊地委員も質問されていましたけども、これに関し

ても5,300万円、一応国の制度に基づいて事業を行われておりますが、これも本市の一般財源と

国の補助金、もし割合など分かれば教えてください。 

○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 民間人材の活用につきましては、総務省の制度になっておりまして、地方創生の

関連の施策を国で打っていただいております。それに基づきまして、マッチングした民間人材

の人件費、これは市からお支払い、各事業課がお支払いするようになるんですけれども、その

一定部分、現状でいいますと年間590万円になっておりますけれども、これが地方交付税で交付

されるという形になっております。基本的に月の半分以上勤務いただくという条件で各局取り

組んでおりまして、手出しをしているという話は今のところございません。以上でございます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）手出しはされていないということで安心しました。民間専門人材11名受

け入れているということで、私も総務省のサイトを見まして、ｇａａｂｏｏさんとの連携とか

モデルケースで取り上げられたりと、すごく有効的に活用されているんじゃないかなと思う一

方で、北九州市のこの11人という人数が、多分日本で２番目ぐらいに多い人数が受け入れられ

ています。何かその背景、どうしてそれだけの人数を採用されているのかというところと、あ

とは当初の予算が１億1,500万円だったのが5,000万円まで減っているので、その背景も併せて
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教えてください。 

○主査（永井佑君）政策課長。 

○政策課長 予算につきましては、全体で20人分の予算を昨年度いただいておりまして、それ

に対しましてマッチングがどうしても全てうまくいくわけではないというところがございまし

て、実際受け入れたのが11名で執行残が出ているというところでございます。 

 それから、全国的に見て非常に人数が多いというところでございますけれども、ここは各局

が必要な専門知識を持った人材に声かけ、基本的には各局がある程度目星をつけて、最終的な

マッチングを窓口として政策局で図るということを進めておりますので、まずは各局のそうい

う専門人材の活用に向けた取組というのが積極的にされているものと思っております。以上で

ございます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）本当に市の手出しがなくてそうやって優秀な人材を首都圏等から引っ張

ってこれるのは非常にいいところだと思うので、これからも引き続きがんがん活用いただけた

らなと思っております。 

 続いて、ＳＤＧｓリーディング企業創出事業、こちらも3,500万円ぐらいで事業費ついていま

したが、これはアドバイザーを派遣して経営戦略の変革を支援したと書いてあったんですけど

も、具体的にどんな企業さんにどんな人を派遣してどんな変革が生まれたのか、これも御説明

があればお願いします。 

○主査（永井佑君）サステナビリティ戦略課長。 

○サステナビリティ戦略課長 ＳＤＧｓリーディング創出事業につきまして、こちらＳＤＧｓ

の宣言をしていただく企業の中から登録の制度に移っていただく企業等々の制度を今準備して

いるところでございます。その中で、ＳＤＧｓステーションというものを運用してございまし

て、登録企業との相談に応じているところでございます。21金融機関が、市と連携協定を結ん

でございまして、経営アドバイスをしているところでございます。 

 具体的には、マッチングの相談を受けたりとかしているところでございます。例えば、ＥＶ

モーターズという企業がそのコミュニティーに相談をいただいて、その会社は小型モビリティ

ーを販売しているんですけども、販売店さんとマッチングをすることによって、小型モビリテ

ィーの販売に至ったというような事例がございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）実際にそういう形で成果も生まれているということなんですけど、令和

７年度の予算ではこれが模様替えでなくなっていて、その辺の背景は、結果が出ているのにな

くなってしまったというのは何か理由があるんでしょうか。 

○主査（永井佑君）サステナビリティ戦略課長。 
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○サステナビリティ戦略課長 こちら令和７年度において、事業名が異なりますけども、サス

テナブルシティ戦略推進事業という事業で継続してございます。以上でございます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）継続しているということで承知いたしました。 

 ちなみに派遣したアドバイザーというのは市の方なんでしょうか、それとも民間から公募し

たんでしょうか。 

○主査（永井佑君）サステナビリティ戦略課長。 

○サステナビリティ戦略課長 アドバイザーに関しましては、ケースによって様々なんですけ

ども、例えば金融機関等が入る場合は金融機関の方々に入っていただいたりしています。また、

別途認証制度という制度がございまして、そのプロセスにおいて例えば中小企業診断士である

とか、社労士であるとか、環境の専門家であるとかを派遣するケースもございます。以上です。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）そのアドバイザーの派遣費用を市が負担するという、そういう感じなん

でしょうか。 

○主査（永井佑君）サステナビリティ戦略課長。 

○サステナビリティ戦略課長 後半申しました、社労士であるとか中小企業診断士等の専門家

の派遣ということであれば、市の事業でございます。金融機関さんが行く場合は、連携協定に

基づいて各社さんがやっていただいているということでございます。以上です。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）ありがとうございました。続いて、財政・変革局さんにお伺いします。 

 １つ目が、ふるさと納税について、過去最高で25億円近いふるさと納税あったということで

すけども、トータルでのプラス・マイナスを把握させていただきたくて。本市から流出した他

自治体へのふるさと納税額、それから本市から返礼品として充てた金額、あとはそれを補填す

る国からの交付金による補完金額とかもあると思うんですけど、そのあたりまた全体のトータ

ルのプラス・マイナスを含めて教えてください。 

○主査（永井佑君）税制課長。 

○税制課長 ふるさと納税に係る本市の歳入プラス・マイナスの影響でございます。 

 まず、令和６年度ふるさと納税による歳入につきましては、御案内のとおり寄附金収入とし

て24億7,200万円となっております。一方で、ふるさと納税に係る経費、返礼品などの支出につ

きましては、11億8,200万円でございます。差引きしますと12億9,000万円のプラスという形に

なっております。一方で、それ以外の費用負担といいますか北九州市民がほかの自治体にふる

さと納税を行ったことでのいわゆる寄附金税額控除による歳入の減、こちらにつきましては令

和６年度に寄附をされた方の歳入減は令和７年度の市税の個人市民税の賦課において反映され
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るものなので、今のところの見込みではございますけれども、38億円の税収減といいますか寄

附金税額控除の影響額があると考えております。こちら、税収減の寄附金税額控除につきまし

ては、さらにその翌年度、国のいわゆる地方交付税による補塡措置、これ理論上の数字になり

ますけれども、75％、こちらが補塡されるという計算になってまいりますので、単純計算で28

億円程度の戻りといいますか交付税での補塡があろうかと考えております。その分での税の関

係での差引きで言いますと、マイナス９億7,000万円程度なんですけれども、先ほどのふるさと

納税の歳入と、あとそれの支出経費の部分でのプラスと今の税収関係によるところのマイナス、

差引きしますと若干ではございますけどプラスになるという計算になっております。以上でご

ざいます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）ありがとうございます。その上で、ふるさと納税が入ってくるものは今

毎年増えているかと思うんですけど、出ていくほうの推移というのも変動があるんでしょうか。 

○主査（永井佑君）税制課長。 

○税制課長 ふるさと納税で出ていくほう、つまるところは寄附金税額控除で控除される金額

の推移ということと認識しております。令和６年度の決算におきまして、令和５年度の比較に

おきますと、４億円程度寄附金税額控除の額が増えているということになっております。毎年、

やはり北九州市から寄附をされている方というのが増えているという状況にもございますの

で、寄附金税額控除の額も年々増えているという状況にございます。以上です。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）いたちごっこというか自転車操業というか、どうしても入ってくるのが

増える分、出ていくほうも増えていくと思うので、そのあたりも何かしらの形で一応公にはさ

れたほうがいいんじゃないかなと思っています。入ってくるほうばかりがばんばん増えている

印象だと、あれ市って潤っているのかなと思う人も出てくると思うので。いや、実は出ていく

ほうも同じように増えちゃっているんですというのは何かしらの形で発信が必要かなと思って

います。 

 ちなみに令和６年度は38億円ちょっと控除が出るということなんですけども、これを踏まえ

ると令和７年度は今回25億円ぐらいに対してどれぐらいの納税があったら収支的に整うみたい

な計算はあるんでしょうか。 

○主査（永井佑君）課税第一課長。 

○課税第一課長 すみません。先ほども申しましたけれども、令和６年度に行った寄附に関し

まして、38億770万円が控除しておりまして、すみません、今計算ができていませんので、また

後で連絡いたします。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 
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○委員（伊﨑大義君）結構この金額を把握しておくのは大事だと思っていて、これがまず第一

目標になってくるんじゃないかなと思います。交付税含めてとんとんになるラインが分かれば、

絶対にそこは納税としてクリアしなきゃいけない金額で、さらにそこより上にいけば市に純増

になってくる金額というふうに見えてくれば、よりふるさと納税に関してもモチベーション高

くやっていけるんじゃないかなと考えております。 

 先ほど三宅委員からもございましたけども、その上でやっぱりふるさと納税の使い道という

のが曖昧になっている現状は、納税する側からすると納税しにくい部分があるかなと思ってい

ます。この納税分は必ずこの事業に使われますよというひもづけが見えやすくなれば、その分

市外の方への呼びかけしやすくなってくると思いますので、そこは私からも強く要望させてい

ただきます。 

 最後一つだけ、環境未来税についてです。これの税収が予算より１億円増えていまして、前

年度比でも16％ぐらいアップしていたんですけども、環境未来税が増えた背景など何かござい

ますでしょうか。 

○主査（永井佑君）税制課長。 

○税制課長 委員御指摘いただきました環境未来税の増収の理由でございます。 

 環境未来税は、産業廃棄物の埋立てに関して１トン当たり1,000円かかる税金でございます。

昨年増収しました主な理由としましては、特に夏の猛暑であったりとか冬の寒さであったり気

候の変動によるところです。その関係で、要は電力を使われる、エアコンであったりとか、そ

ういったところの電力消費量が非常に増えたと伺っております。どう関係するかといいますと、

要は電力消費に対して発電するための火力発電所の残さですね。燃やした残さだったり、そう

いったものの埋立量がすごく増えたと伺っております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）恐らくその傾向は今後も地球温暖化が続く限り継続すると思うので。額

はそんなに大きくないかもしれないですけど、環境未来税はじりじりと右肩上がりになってく

るんじゃないかなと思っています。それでその使い道というのはふるさと納税のように公開さ

れたりしているんでしょうか。 

○主査（永井佑君）税制課長。 

○税制課長 環境未来税につきましては、いわゆる環境施策全般に充てるという形での条例上

も定めております。その使い道につきまして、具体的に公表、この事業に充てましたという形

での公表をさせていただいております。以上です。 

○主査（永井佑君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）これからその財源が、税収が増えていくのであれば、その使い道にも注

目が集まってくると思うので、分かりやすい形で公開をしていただければと思います。私から

現在のところホームページ等での公開は 

しておりません。 
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は以上です。 

○主査（永井佑君）次、どうぞ。松尾委員。 

○委員（松尾和也君）私から市税収入で１点伺いたいと思います。 

 たばこ税がやや減収されたということで、禁煙に成功された方とか健康増進の観点、時代の

流れもありますし、やむを得ない部分あろうかと思うんですけれども、１点心配事がありまし

て、税収につながらない種類のたばこが喫煙者の間ではやってきていると。数年前からこれ注

目はしておりました。最近、ニュースでゾンビたばこというのが沖縄ではやっているというの

を拝見しまして、その機械を見ていると、確かに数年前から出てきた種類のもんだなというの

がありました。簡単に説明すると、機械自体は日本で買って、携帯みたいに充電するタイプの

ものなんですけども、たばこが液体なんですよね。その液体たばこは海外から輸入して自分で

それに注入をして吸うタイプのたばこっていうことで、インターネットで見たデータで恐縮な

んですけど、これが今1.5％ぐらい喫煙者のシェアを占めているんじゃないかっていう話があり

ました。本市の税収も若干減って70数億円あるっていうことでしたけど、その1.5％といったら

１億円ぐらいにはなっちゃうんで、若干無視できなくなってきつつあるのかなというのに併せ

て、さっき言ったようにニュースでそういう機械がもう紹介されてしまいましたから、さらに

認知が広がっていくんじゃないかと懸念をしています。税収減にもつながりかねない事態だと

思うんですが、その点について何か見解があればお聞かせいただきたいと思います。 

○主査（永井佑君）税制課長。 

○税制課長 たばこ税について御質問いただきました。 

 先ほどのおっしゃっていらっしゃいましたゾンビたばこについて、私もあまり詳しくは今の

ところ存じ上げないんですけども、今のところ市たばこ税、国たばこ税も全部含めましてたば

こ税につきましては、いわゆる製造たばこに対して課税されております。葉っぱのたばこの場

合と、あと加熱式たばこですね、大きく分けてこの２種類に税率がかかっているということに

なってまいります。今のところのそういうそのカテゴリーに入らないたばこといったものの取

扱いにつきましては、今の地方税法、制度上はいかんともし難いと思われますが、今後こうい

った問題というのは国においても恐らく把握されることだと思いますし、対策はしかるべく打

たれると信じております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）松尾委員。 

○委員（松尾和也君）ありがとうございます。よく分かりました。 

 ちょっと誤解招きそうだったんで補足だけして最後終わりたいんですけど、ゾンビたばこと

言ったのは、先ほど紹介した機械にニコチン入りのリキッドを入れて吸うのが普通の吸い方な

んですけど、それにある種の医薬品を自分で勝手に入れちゃってめいてい状態を起こすという

のがゾンビたばこで、ベイプっていうんですけど、ベイプ自体にそういう作用があるわけでは
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ありません。御説明ありがとうございました。終わります。 

○主査（永井佑君）小金丸委員。 

○委員（小金丸かずよし君）本日最後の委員となりましたので、皆様よろしくお願いします。

いろいろと考えさせていただいて、ほとんど廣田委員と伊﨑委員に考えていたことを質問され

ましたので、ごく僅かでございますが最後までよろしくお願いします。 

 まずは、財政・変革局につきまして、令和６年度については過去最大の市税収入がありなが

ら、新たな事業展開に加えて、私の聞き間違いであれば御指摘をいただきたいのですが、27億

円が市税の未回収額ということで間違いないでしょうか。 

○主査（永井佑君）収税企画課長。 

○収税企画課長 令和６年度の収入未済額27億円でございます。 

○主査（永井佑君）小金丸委員。 

○委員（小金丸かずよし君）ありがとうございます。ということで、行政としての市税収入額

の回収率から考えると、これは優秀な額とも言えるかもしれませんけども、一方27億円という

大変大きな額ですね、これが回収できていれば学校給食の無償化のために補塡したり、ほかの

事業予算にも使えるものとなりますので、市民の皆様に還元できることにつながると思います。

未回収額の滞納、遅延の扱いは当然ですけども、不納欠損として計上されていくことだと思い

ますけども、本市として、これも１つ確認させていただきたいんですけども、令和５年度の未

回収額は48億円で間違いないでしょうか。 

○主査（永井佑君）収税企画課長。 

○収税企画課長 令和５年度収入未済額は27億5500万円となっております。 

○主査（永井佑君）小金丸委員。 

○委員（小金丸かずよし君）となると、ほぼ横ばいですね。この未回収額についての取組とい

いますか、どのような対応を回収に向けてされているかをお聞かせください。 

○主査（永井佑君）収税企画課長。 

○収税企画課長 北九州市の徴収対策といたしまして、年に２回、徴収対策会議を行っており

ます。まず、今年なんですけれども、現年度課税分を年度内に完納する、つまり滞納繰越しに

しないということで、その年の滞納分はその年に解決する。続きまして、滞納処分の停止の確

実な実施、これはいつまでも徴収が見込めない案件につきまして、こちらの部分に時間を費や

すということではなく、しっかり見極めて判断させていただいております。 

 また、納付資力に応じた滞納整理の推進ということ、またそれからキャッシュレス納付の推

進も併せて進めております。以上です。 

○主査（永井佑君）小金丸委員。 

○委員（小金丸かずよし君）よく分かりました。ありがとうございます。 
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 続きまして、政策局の市役所ＤＸ化の推進についてお尋ねをさせてください。 

 ＡＩ、ＲＰＡ等による業務改革の推進ということで、私はデジタル技術の徹底活用をすると

いうことが行政手続のオンライン化であったりとか、業務の効率化、さらには人件費を含めた

コスト削減につながることが目的の一つであるべきだと理解しております。しかしながら、コ

スト削減をすべきがコストをかけ過ぎているのではないかなという懸念も常にしていかないと

いけないと思います。この事業予算の内訳を大まかで結構ですので教えてください。 

○主査（永井佑君）ＤＸ推進担当課長。 

○ＤＸ推進担当課長 お尋ねいただきました。ＡＩ、ＲＰＡ等の業務改革の推進といった事業

のところのお答えさせていただきます。 

 ＡＩ、ＲＰＡ、それから先ほどありましたｋｉｎｔｏｎｅ等のローコードツール、こういっ

たもののライセンスを入れたりするお金で、先ほど言いましたローコードツールの約8,000万円

と、それらを伴走支援するといいますか、原課がそれぞれ使い方がよく分からなかったり、も

っとこうしたいけどどうしたらいいんだろうとか、そういったところを支援するためのデジラ

ボヘルプデスクというものを設けておりまして、そういったところに係るお金で約5,000万円ぐ

らいでございます。それから、ＲＰＡのサーバーのリース料とかで500万円、それから、先ほど

申し上げました庁内の生成ＡＩの活用ということで約800万円、こういった形で取ってございま

す。以上でございます。 

○主査（永井佑君）小金丸委員。 

○委員（小金丸かずよし君）ありがとうございます。となりますと、これは初期投資費用では

なくて毎年経費として必要になってくるランニングコストと一部考えなければならないという

ことでよろしいでしょうか。 

○主査（永井佑君）ＤＸ推進担当課長。 

○ＤＸ推進担当課長 そうですね、ＡＩの生成ＡＩについては昨年度入れたものの額なので、

入れた導入費用も一部入っておるんですけども、ｋｉｎｔｏｎｅにつきましては特にライセン

スの費用ですのでランニングの部分に当たってまいります。以上でございます。 

○主査（永井佑君）小金丸委員。 

○委員（小金丸かずよし君）ありがとうございます。７月に総務財政委員会で横浜市を行政視

察させていただいた際に、御報告があったかと思うんですけども、これをすることで市民の方々

に何時間、時間を還元しましたという表現がありました。そういったことで、ＤＸ化というの

はやはり見える化、市民にどれだけ還元しているかというのをＰＲでき得る絶好の機会になる

かと思いますので、それがなかなか伝わりにくいところでもあると思います。この辺、発信を

これからしていただきたいなと思います。私、八幡東区役所をよく利用させていただいている

んですけども、八幡東区が感動区役所ということで、今回の内訳の予算にも入っているかと思
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いますけども、地域との連携、千草ホテルさんとか福岡ひびき信用金庫さんの中で市の職員の

方が研修を受けて、来ていただいた方に感動を与えるというような、それイコール市民に還元

できているということなんです。それがちょっと分かりにくかったりすると、せっかくやって

いることが、費用として使っていることがもったいないなと感じます。特に、トイレ、もちろ

ん皆さん御存じかと思いますけども、八幡東区役所、非常に建物が古くて、もう入った瞬間に

本当にレトロを感じるんです。トイレに入ると物すごい、大久保委員のお話じゃないですけど、

アンモニア臭がすごかったんです。でも、西工大の学生さんと共同プロジェクトをして、ＬＥ

Ｄライトをつけたりとか、中の装飾を変えたデザインを施したりすると、非常に変わったとい

うのが分かる取組をされていました。先ほどサイボウズ社のｋｉｎｔｏｎｅの研修なども費用

として、受けられた費用として支出もされておりますけども、他区の、八幡東区以外の取組な

どがあれば、簡単で結構ですので御紹介をいただけますでしょうか。 

○主査（永井佑君）ＤＸ推進担当課長。 

○ＤＸ推進担当課長 他区の取組ということで、私のほうで把握しております、個別の区とい

うことではございませんけれども、ｋｉｎｔｏｎｅは全庁で、もちろん区役所の職員さんも含

めて内製化に取り組んでいただいていまして、令和６年度の実績といたしましては、約400を超

えるアプリが稼働中ということで、これはもともと手作業とかでしていたときの時間とｋｉｎ

ｔｏｎｅで処理したときの時間の比較の積み上げではございますけれども、ｋｉｎｔｏｎｅで

約８万時間の削減効果が出ているところもございます。こういったところもＤＸ推進計画の進

捗の中で御報告とか公表とかもさせていただいているんですけども、こういったことも市民の

方たちにも伝わりやすいように少し頑張っていきたいなと思っております。以上でございます。 

○主査（永井佑君）小金丸委員。 

○委員（小金丸かずよし君）私の子供が、もうこれ余計な話になりますけども、高校１年生、

中学２年生、上が大学２年生の子がいます。ぜひ私たちだけではなくて、こういった学生にも

分かるような発信の仕方、そういった工夫を今後、せっかくよい取組をされていますのでして

いただければという要望で終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○主査（永井佑君）ほかにありませんか。 

 ほかになければ、以上で本日の議案の審査を終わります。 

 ９月24日は午前10時から港湾空港局関係議案の審査を行います。 

本日は以上で閉会します。 
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